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同窓生の皆さま、いかがお過ごし
でしょうか。季節は秋となり、2011
年も早いもので残すところ３ヶ月と
なりました。今年は３月には東日本
で未曾有の大地震が発生し、９月に
は台風12号が西日本において大きな
被害をもたらしました。罹災されま
した皆さまには心よりお見舞い申し
上げます。
さて、国政においては将来への期

待と不安のなか宰相が交代し、災害
復興、経済再生、医療を含む生活保
障などの諸問題が喫緊の検討課題と
され、それらへの対応が議論されて
います。国外に目を向けますと、２
月にチュニジアから始まった民主化
へのデモが、エジプトや多くの中東
諸国に瞬く間に拡がりました。そし
て、いくつかの国においては民主主
義への道が開かれ、いまやあのリビ
アでさえ政権が交代しようとしてい
ます。
人間を取りまく自然環境や社会環
境の変化は、予期せぬタイミングで
突然やってくることを、今年はまさ
しく目の当たりにした思いです。
そして、私たちの母校・藤田学園

におきましても、今年４月より経営
陣が刷新され、明るい未来へ向けて
の新たな挑戦が始まりました。
リーマンショック以来いまだ米国

経済はふるわず、多くのヨーロッパ
諸国には不況の波が押し寄せ、わが
国では国債の発行高が過去最高にな
るなど、世界的にも国内的にも経済
情勢は芳しくありません。
このような環境では当然のことな

がら、学校経営においても病院経営
においても大変な困難が生じます。
これからは放漫経営は論外ですし、
ただコツコツと真面目に目の前の仕
事を遂行しているだけでは、おそら
く将来の発展は望めないでしょう。
優れた先見性や創意工夫なくして
は、凡庸な学校や病院の中に埋没し、
運が悪ければ淘汰されてしまうかも
知れません。
藤田学園の建学の理念は「獨創一

理」です。すなわち、“独創的で旺
盛な探求心を堅持して、真理を追究

獨創一理再考

藤田学園同窓会　
会長

近松　均

する事により、個性的で人間味豊か
な人格を形成する”ことを目指して
います。その理念は、いつの時代も
揺らぐことなく時空を越えて通用す
るコンセプトだと思われます。
藤田学園では、「獨創一理」を実

践するために不可欠なものとして、
すべての学部・学校においてアセン
ブリ教育が行われ、師弟同行の考え
方が建学以来終始一貫して説かれて
きました。学部・学校の障壁を越え、
学生・教員が共通の目的に向かって
活動することにより、心身が錬磨さ
れ、互いが互いを高めあう人間関係
が造られます。
同窓生の皆さまは学生時代、アセ

ンブリの班活動をとおして何を学ば
れましたでしょうか。自主性、コミ
ュニケーション能力、礼儀・礼節、
連帯感、責任感、奉仕の精神、忍耐
力など、得られたものは多いと思い
ます。おそらく、皆さまが医療人と
なり諸問題に直面されたとき、それ
らをうまく解決するための素養とし
て、知らないうちに身に付いていて
役に立った経験があるのではないで
しょうか。
母校では設立50周年を３年後にひ

かえた今、過去の資産運用によって
生じた損失を抱えつつも、学園の再
生と発展のために熟慮された新しい
グランドデザインを実行に移し始め
ました。
幸いにも、小野雄一郎 理事長、

星長清隆 藤田保健衛生大学病院長
はじめ関係各位のご尽力によりまし
て、病院経営は従前にもまして順調
であり、2013年度中には待望の大学
病院新棟の建設が着工に移されます

（2014年度中に完成予定）。
ただ、早急に解決しなければなら

ない問題がいまだいくつか残ってお
りますし、今後、新たに発生する困
難も予想されます。このような問題
や困難を乗り越えていくために、学
内では“オール藤田で”のかけ声の
元、すべての教職員の方々が職種の
枠組みを越え、一致団結して共通の
目的に向かって頑張っています。
新しいグランドデザインを一つひ

とつ実行に移し具現化するには、学
内の教職員の方々の英知の結集とた
ゆまぬ努力に依存するところが大き
いと思われます。しかし、私は“オ
ール藤田で ”の藤田の中には、藤
田学園を卒業したすべての同窓生が
含まれると理解しています。
学外でご活躍中の同窓生の皆さま

におかれては、この機会に母校のほ
うに目を向けていただき、母校では
今何が起こっているのかしっかりと
ご覧になってください。学内で一生
懸命頑張る同窓生や仲間、恩師の先
生方の様子や姿を見聞きされたなら
ば、その苦労をねぎらい、激励して
ください。
そして、頑張る彼らの背中を後押

しするために、おひとりお一人がで
きうる範囲でのご協力・お力添えを
ぜひお願い致します。
オリジナリティーあふれる創造力

で新しい時代を切り開く、母校の今
後の輝かしい発展への道程は、学内
外の同窓生の皆さまがアセンブリ精
神を思い出し、「獨創一理」を改め
て意識していただくこと ─ すべて
はここから始まると思われます。

（2011年９月23日　記）

藤田学園全景



2

この４月から藤田学園の理事長を
拝命致しました。本学園の発展をめ
ざし、全力で職務を全うする所存に
ございます。皆様のご支援をどうか
宜しくお願い申し上げます。
1964年創立の藤田学園は、建学の

理念「獨創一理」や病院の医療理念
等に基づき、ほぼ半世紀に達せんと
する年月を着実に発展してまいりま
した。その間、大学院生を含む総計
が２万5,000人を超える卒業生を世に
送り出すとともに、各学部・学校の
いずれにおいても、卒業生は全国の
中できわめて高いレベルの国家試験
成績を達成してきております。本年
２月の医師国家試験でも新卒者の合
格率が99％となり、全国80医科大学
中第３位となっております。また、
全国の大学病院中で最多の病床数を
持つ藤田保健衛生大学病院をはじめ
とする３つの教育病院では、トップ
レベルの実績を誇る多数の医師が
様々な医療スタッフとともに日夜を
分かたず活躍しています。さらには、
平成15年の文科省21世紀ＣＯＥプロ
グラム（医学系）への採択や度々の
プレス発表等に見られる研究面での
アクティビティの高さも本学の輝か
しい特徴のひとつとなっておりま
す。このような素晴らしい伝統を継
承しさらに発展させることが、本学
園にとって重要な課題となっており
ます。
ご存知のように、資金運用によっ

て学園に甚大な損失が生じた経緯の
中で、この４月に理事会のメンバー
が大幅に交代致しました。新執行部
は、これまでの運営上の問題点を踏
まえて、学園を本来の使命（教育・
研究・診療）重視の路線に復帰させ
ること、運営に関するガバナンスを
確立すること、学内の意見のボトム
アップと透明性を担保した運営を実
現することなどを重視して取り組ん
でまいりました｡また､法律や金融､
会計､ＩＣＴ等に関する学外の専門
家の方々や企業の幹部を経験された
方々に要職に就いて頂き、学園とし
ての運営のレベルアップに努めてま
いりました。

学園と同窓会の
関係に“魂の
触れ合い”を

黒澤　良和

藤田保健衛生大学
学長

藤田学園同窓会の皆様、私は本年
4月に学長を仰せつかった黒澤です。
私は昭和60年37歳の時に総合医科学
研究所の教授として本学に赴任いた
しました。それから10年後の平成7
年6月11日に藤田啓介先生がご逝去
されました。その年は阪神淡路大震
災が起こった年です。現在本学は、
山路元理事長ら前執行部の行った誤
った資金運用から財政的に危機に立
たされていますが、本年3月11日に
は東日本大震災が日本を襲いまし
た。これらのことはもちろん偶然同
時期に起こっただけですが、日本で
は甚大な被害を与える自然災害があ
る頻度で必ず起こること、病院を持
つ大学という巨大組織が明確な展望
を持たずに場当たり的な対応をして
いるといずれの日か破綻を生じるこ
とを示しています。
私は大学を卒業して40年余り、研

究のこと以外は何も真剣に考える必
要がない立場で生きてまいりまし
た。本学に赴任してから26年経過し
ましたが、やはり研究が主で教育は
従の生活でした。
今回学長という極めて責任の重い

立場になって、私に何が実行可能で、
皆様から何を期待されているのかを
真剣に考え続けております。まずは、
このような長きにわたって研究活動
に専念できる環境を提供いただいた
学園に対して、その恩に報いること
を今後の行動の出発点にすべきだと
感じております。藤田学園は医療系
総合大学であることから、我々が社
会から何を期待され、いかなる人材
を育て世に送り出していくべきかに
ついて明確です。患者から信頼され
る医療を行い、それを担う良き医療
人を育てて世におくりだすこと、そ
れを可能にする大学に相応しい教
育・研究・診療を誠実に実施するこ
とがすべてです。
一方、今後日本が迎えるに違いな

い様々な困難、超高齢化社会、少子
化、それに伴う産業の国際競争力の
喪失、日本の国際的地位の低下、今
まで日本人の誇りであった「全国民
が等しく医療行為を受ける権利を持

藤田学園の
未来に向けて

学校法人藤田学園
理事長

小野雄一郎
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この５月にまとめられた平成22年
度の財務報告では、病院関係者をは
じめとする学内構成員の努力によ
り、本学園の本業に関する経営状況
は大幅な改善を示しています。新執
行部は、前年度の財務報告を受けた
後に、学園の５年後、10年後を見据
えた中期経営努力目標と達成方策に
ついて検討を進めてまいりました。
そして、この８月末の理事会におい
て、病院新棟建設、耐震工事、医療
科学部新棟建設、各種システム更新
などの今後の重点的設備投資を系統
的に実施するための財政的計画の概
要を策定するに至りました。この計
画において、経営努力を要するもの
の、長らく延期されてきた病院新棟
を、２年後の平成25年にはついに着
工できる見通しとなりましたので、
大学病院新棟建設を含む創立50周年
記念事業の大々的なキャンペーンを
実施したいと考えております。また、
医療科学部校舎五号館の耐震化につ
いては、文科省の補助金の内定も得
て、すでに９月から着工しておりま
す。
病院新棟をはじめとする設備投資

には、当然巨額の出費が見込まれま
す。しかし､今日の厳しい社会環境
の下で､本学園が生き残り発展して
いくためには、さらに高いレベルの
教育・研究・診療を提供できる学園
へと脱皮することが強く求められて
おり、病院新棟建設を含む設備投資
の実施がどうしても必要となってお
ります。私は、これまで本学園が培
ってきた良き伝統を生かして全職員
が一丸となって頑張れば､今日の厳
しい状況下でも、学園の未来を切り
拓いて、大きく飛躍できるものと信
じて疑いません。理事会は、各学
部・学校、病院の執行部とともに、
学園の発展のために、これまでにも
増して全力で取り組む決意でおりま
す。
藤田学園同窓会の皆様方には、新

執行部の決意にご理解賜りますとと
もに、今後の計画、創立50周年記念
事業の新たなキャンペーンヘのご支
援を頂きたく、是非とも宜しくお願
い申し上げます。



3

藤田学園創立周50年記念
事業「低侵襲画像診断・
治療センター」について
藤田保健衛生大学

病院長

星長　清隆

藤田学園同窓会の皆様におかれま
しては、藤田保健衛生大学が誇りを
もって送りだした“良き医療人 ”
として日本全国でご活躍のことと存
じます。
私は平成21年２月より藤田保健衛

生大学病院長を務めさせて頂いてお
りますが、本学を創設された故藤田
啓介先生が開院の前年に創られた病
院理念、すなわち “我ら、弱き
人々への無限の同情心もて、片時も
自己に驕ることなく医を行わん ”
を遵守すべく、職員の方々と一体と
なって頑張っております。
先の東日本大震災に際しまして

は、被害に合われた同窓生の方も居
られるとお聞きしております。遅れ
ばせながら心よりお見舞い申し上げ
ます。
当院からは震災当日の夕方にＤＭ

ＡＴ隊が現地に向かって出発し、翌
週からは医学部７回生である小森教
授らを中心に結成された災害支援医
療チームが宮城県気仙沼市に駆けつ
け救援活動を行って参りました。後
日分ったことですが、このチームが
最初に同県に入った大学医療支援チ
ームとのことで、私は彼らの自主的
な犠牲的精神を本学の誇りと思って
おります。
また看護師として救援に参加した

本学の看護師数は70名にのぼり、こ
の数も一病院としては国内最多との
ことでした。私たちは今後も引き続
き被災地支援を行い、社会に貢献し

ち、それを可能にする総国民健康保
険加入体制」の維持困難化、勝ち組
と負け組の分極化など、例を挙げる
だけでウンザリする現実が進行して
います。現在日本で責任ある立場に
いる人たちがそれらの問題に正しい
解決の道を与えるか、ほとんどの日
本人が信じておらず、問題を直視す
ることすら避けている状況が進行し
ているように思えます。しかし我々
はどのような状況が周囲で進行する
としても、藤田学園を守り育てる義
務を背負っています。
現在学園は立て直しを必要として

います。さらに学園設立から間もな
く50年を迎えようとしており、老朽
化が進んだ建物を新しくする必要に
も迫られています。このような問題
につきまして、小野理事長、星長病
院長、清川統括事務局長らが中心と
なって様々な改革案が立案され実行
に移されつつあります。この改革は
失敗すると学園の存亡にかかわる重
要なもので成功しなくてはなりませ
ん。
その動きの中で、藤田学園が故藤

田啓介先生の強烈な指導力の下に私
立大学として独自の建学の理念を掲
げ進められてきた学園づくりの意味
を問い続け、より大きな発展へ向け
た体制を作ってゆく、それを可能に
する全学的なコンセンサスを得る中
心となること、それが学長に課せら
れた任務であると感じております。
今後起こる困難な事態の中で、本学
卒業生の皆様方にとって、学園がよ
りどころになる存在であり得るかが
問われております。一方で、学園で
働き学ぶ者にとって、同窓会が心強
い同志であり得るかも問われていま
す。
学園と同窓会の間に“魂の触れ合

う関係”を築こうではありませんか。

て行きたいと考えています。
さて、時の経つのは早いもので、

本年６月11日は、故藤田啓介先生の
17回忌にあたります。先日、小野雄
一郎理事長をお誘いして新居浜にお
邪魔し、総長先生のお墓に参らせて
頂いたところです。
ここでは故藤田啓介先生がお創り

になった藤田学園の創立50周年記念
事業の一環で、現在、建設が進んで
いる「低侵襲画像診断・治療センタ
ー」について、藤田学園同窓会の皆
様にご説明させていただきます。
先に学園創立50周年記念事業の一

つとして竣工した医学部生涯教育研
修棟は医学部学生や教職員により高
い評価を受け、今年の国家試験現役
合格率全国３位という好成績にも直
結しているところです。
現在建設が進められている低侵襲

画像診断・治療センターは、元来、
記念事業の中の「中央棟」に含まれ
るものでしたが、ご承知のごとく世
界的経済不況の煽りを受けて一旦中
央棟建設が中止され、今回は新たな
事業として企画されました。
建設場所は旧アセンブリホールの

跡地で、敷地面積は1,358平米（411
坪）、地上６階、地下１階、延床面
積は8,637平米（2,617坪）です。地
下１階にはリニアック室２室、小線
源療法室１室、１階にはＰＥＴ-Ｃ
Ｔ検査室２室、ＳＰＥＣＴ検査室３
室、２階にはＭＲＩ検査室４室、３
階には血管撮影室５室、４階にはＣ
Ｔ室４室、５階にＴＶ撮影室４室の
設置を予定しております。
ここには最新鋭の放射線治療・診

断装置を配置し、文字通り低侵襲で
ありながら適確な診断と確実な癌治
療が出来る自慢の施設が出来上がる
予定で、今後設立を目指している
「藤田保健衛生大学がんセンター」
の一翼を担うものと考えておりま
す。
また、私たちは新たに藤田学園創

立50周年記念事業の目玉として、新
病棟建設（750床前後を有する免震
構造）と旧病棟の耐震補強、内装改
造を計画しております。これらが完
成することにより故総長、藤田啓介
先生が目指された、患者さんに優し
い最新で良質な医療を実践できるも
のと考えております。
藤田学園同窓会の皆様の益々のご

協力をお願い申し上げます。

外観



私は昭和56年に名古屋保健衛生大
学（現藤田保健衛生大学）に入学致
しました。学生４年、臨床検査技師
として10年、医学部助手として４年
の18年間お世話になった藤田学園を
辞して、平成11年より愛知学泉大学
に赴任致しました。
母校を出ることは断腸の思いであ

りましたが、そんな時、卒論で配属
になった生薬研究塾（現藤田記念七
栗研究所）食堂での故藤田啓介総長
先生のお言葉を思い出しました。そ
れは確か昼食時に親孝行の話にな
り、親孝行というのは親と一緒に住
んでいるだけが親孝行ではなく、遠
く離れていても子供が名を上げ、活
躍することも立派な親孝行であると
いう内容でした。当時、卒業後は地
元の市民病院に就職したいと考えて
いた私は複雑な気持ちでしたので、
はっきりと憶えています。
愛知学泉大学では管理栄養士養成

に携わり、主に生化学、生理学、臨
床検査について講義・実習を担当し
ております。その中で赴任以来、思
い続けて来たことは、藤田学園のよ
うに国家試験の合格率を上げたいと
いうことでした。そのためには、教
員が一丸となって、我々が学生時代
に受講したような熱い国家試験対策
の講義を展開する必要がありました
が、温度差も大きくなかなか軌道に
乗らずに苦労を強いられました。し
かし、やっと４年ほど前から成果も
出始めて今年の第25回管理栄養士国
家試験では100％の合格率を記録し
ました。
在校生のみなさん、私は藤田学園

で学ぶことが出来て本当に良かった
と思っています。藤田学園での厳し
いトレーニングは社会に出てから本
当に役に立ちます。
私が大学を卒業して25年（四半世

紀）経過して、現在、教授に就任す
ることができましたが、故藤田啓介
総長先生をはじめとする諸先生（先

管理栄養士国家試験で
100％の合格率を記録
愛知学泉大学 家政学部
家政学科 管理栄養士専攻 教授
（衛生学部 衛生技術学科
14回生）

山内　理充
この度、小野雄一郎前医学部長

（現理事長）の後任として2011年４
月１日に医学部長に就任致しまし
た。私は、昭和53年に岐阜大学医学
部を卒業し、京都大学で腹部外科
（戸部隆吉教授）の研修を終え、大
阪大学微生物病研究所（三輪谷俊夫
教授）で大学院と４年間の助手を経
て、本学には平成元年７月に医学部
微生物学教室（深山昭雄教授）の講
師として着任しました。
既に本学での在任期間は22年間に

及び、医学部の教授としては、芳野
純治教授、太田明教授、宮地栄一教
授に続く長き期間に至っておりま
す。これまでの職務を無事に果たし
てこられた事は、教室員をはじめ大
学関係者皆様のお陰と感謝申しあげ
る次第です。
医学部は、2011年３月に34回生を

世に送り出しました。この成果は、
本学の教員、職員、関係者の多大な
る努力の賜物と思っております。特
に34回生は、現役の99％が医師国家
試験に合格し、新卒合格率が全国80
校中同率３位となりました。
また、国試浪人を含めた全受験者

でも92.2％が合格し、全国で25位で
した。医師国家試験の合格率が90％
以上となったのは本学では初めての
ことであり、また全国の中で上位３
分の１に入った経験もありませんで
した。従って34回卒業生は、医学部
に輝かしい歴史を作ってくれまし
た。これからもこの伝統ある医学部
を一層発展させるべく、邁進したい
と思っております。何卒よろしくお
願い致します。
さて、本学医学部の職務は、教育、
研究、診療（臨床）、社会貢献の４
つの柱からなり、これらを通じて
「研究心を持った良き臨床医」を世
に送り出すことが、社会に対する責
務と考えられます。教育においては、
近年の本学医学部入学者の偏差値
は、非常に高くなっています。
しかし、医療情報が膨大であり、

学生の勉強意欲が低いと、講義内容
を理解できず、精神的にも良くない
状態に陥りますので、低学年から生

活及び教育指導を手厚く行っており
ます。
一方、医学部を取り囲む環境は一

層厳しくなっており、多くの医学部
で定員を増やしましたが、医師国家
試験合格者数は約7,700名に維持され
たままとなっています。もし将来、
本学の医師国家試験合格率が60％台
になった場合、本学の存在意義が低
下し、大学の存亡に関わると考えら
れます。そこで、このような状態に
陥らないよう、教育体制をより充実
させたいと考えております。是非皆
様のご協力をお願い申し上げます。
第二に本学の卒業生が将来より飛

躍するためには、研究と高い臨床能
力が重要です。特に研究では、より
多くの英語論文の発表が必要です。
本学の教員は教育と診療の傍ら研究
に勤しみ、多くの英語研究論文を発
表しています。
また、総合医科学研究所では、

Natureを含め高い研究内容が発表さ
れています。本学が10～20年後、社
会に一層認知されるためには、本学
出身者が他大学の医学部教授として
活躍する必要があります。そのため
には、高い診療能力と同時に多くの
英語論文の発表により、研究分野に
おいても医学界をリードする人材育
成が求められます。
そこで、基礎・臨床医学教室と総

合医科学研究所との協力を一層密に
し、本学出身者が１編でも多くの英
語論文を発表できる体制を整え、将
来に希望を託したいと考えていま
す。
私は、医学部の基盤をより堅実な

ものとするためには、卒前、卒後を
含めた人材の育成が最大の課題と考
えております。
日本国内外で活躍できる人材を育

てることは、医学部発展のために不
可欠な課題と考えられます。
是非「あけぼの杉」の皆様には、

これらの課題解決のため、ご支援、
ご協力を賜りますよう、よろしくお
願い申しあげます。

より羽ばたく
医師の育成を
目指して
藤田保健衛生大学

医学部長

辻　孝雄

4

新教授就任
（順不同）
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この度、平成23年５月１日付で藤
田保健衛生大学医学部放射線科教授
（坂文種報　會病院）を拝命致しま
した。これまで様々な立場でご協力
をいただきました医師、診療放射線
技師の皆様に深く感謝を致します。
私は昭和56年に本学を卒業した４

回生です。卒業と同時に放射線科に
入局しましたが、東京都立駒込病院、
弘前大学、長野県厚生農協連北信総
合病院などに赴任を致しました。海
外ではトロント大学で頭頸部診断と

画像診断医として

坂文種報　會病院
医学部教授（放射線科）
（医学部 医学科 4回生）

藤井　直子

平成23年５月１日付で、医学部
胆・膵外科学教授（総合外科修練室
担当）を拝命いたしました。就任に
あたり御尽力いただきました諸先生
方に深く感謝申し上げます。
私は、昭和59年に本学を卒業し、

国立名古屋病院（現 名古屋医療セ
ンター）において研修、外科勤務後、
本学医学部外科学教室（三浦教授）
に入局し、消化器外科学を中心に研
究、臨床に携わってきました。平成
13年に藤田保健衛生大学病院外科臓
器別編成により統合外科が設立さ
れ、胆・膵外科主任教授として就任
された宮川秀一先生のもとで、胆道
膵臟外科学、腹部救急疾患を学ばせ
ていただきました。わたくしの座右
の銘“継続は力なり”のごとく、宮
川教授のご指導により臨床、研究の
業績を積み上げ、平成12年に本学卒
業生初の日本消化器外科学会評議員
に選出され、専門医制度、National
Clinical Databaseなど全国的な取り
組みにも参加させていただいており
ます。
近年、外科志望の若手医師が激減

しているなか、本大学病院における
若手外科医の教育体制を見直し、初
期診断能力の備わった外科医を多く
育て、外科専門医を早期に取得させ
ることが私の使命であり、本学の発
展につながると考えています。外科
志望者は臨床研修終了後３年間定め
られたプログラムに基づき後期研修
をおこなうシステム、すなわち、定
型的な低中難度手術、すべての外科
的腹部救急疾患を修練するシステム
（総合外科修練室）を小野理事長な
らびに、星長病院長の多大なるご指
導のもと、統合外科各位のご協力を
いただき、４月から稼働しました。

外科医育成のため
総合外科修練室を稼働
医学部　教授
（胆・膵外科学）
（医学部 医学科 7回生）

堀口　明彦

４つの消化器外科（上部消化管外科、
下部消化管外科、肝・脾外科、胆・
膵外科）からそれぞれ優秀な指導医
を修練室に定期的に出向していただ
き、若手外科医と臓器混合チームを
つくり診療をおこなうことにより、
幅広い診断治療能力を習得すること
ができます。連日の緊急手術にもか
かわらず、目を輝かせて働く若い医
師をみていると、若いパワーと臨床
教育の大切さを実感いたします。今
後も、本学発展のため優秀な外科医
を育て、自身も外科医として精進を
重ねていきたいと思います。更なる
ご指導とご支援のほどをよろしくお
願い申し上げます。

輩）方から学生時代に受けたご恩は
忘れることができません。
私も研究・教育に今後も研鑽して

いきますので、学生のみなさんも今
を大切にして実力を付けてくださ
い。
そして、お互いに藤田学園に親孝

行が出来るように頑張りましょう。

放射線科レジデント教育を学び、北
米の放射線科の実態を知る事ができ
ました。平成６年に帰校しましたが、
これらの学外経験を経て、母校の良
さを、「獨創一理」の理念、教員の
バックボーンが複数の大学である
事、優秀な診療放射線技師が多い事、
と感じております。
放射線科の専門は診断と治療に分

けられますが、私の専門は診断です。
単純Ｘ線や消化管造影などの「Ｘ線
投影像」に加え、CTやMRI、核医
学などの画像診断は驚異的に発展し
ています。「二次元の断層像」から
「三次元の立体像」、更には「動画を
用いた四次元像」が診療に用いられ
るようになっています。形態診断に
加えて様々な機能診断が可能とな
り、画像診断は日常診療の中で大き
な役割を担っています。画像に含ま
れる情報は膨大であり、それらのデ
ータを整理して必要な情報を臨床に
提供するためには専門的な知識が必
要です。日本の画像診断機器の保有
数は世界のトップクラスですが、画
像診断医の数は全く足りません。
坂文種報　會病院の放射線科で

は、環境を整えて後輩の育成に尽力
する所存です。私の仕事のベースは
general radiologyですが、ライフワ
ークとなる頭頸部領域の研究を継続
していくつもりです。画像診断医は
一つ一つの画像から多くを学びます
が、同時に主治医の先生方からいろ
いろな事を教えていただきます。こ
れからもより一層のご指導とご支援
をよろしくお願いいたします。

アセンブリホール
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３月11日14時46分、それは緊急地
震速報と小さな揺れから始まりまし
た。広野町は震度６弱。立っている
ことが出来ないほどの揺れ、やがて
大津波警報が出され、高台にある職
場は避難者で溢れました。停電によ
る情報の遮断・暗闇と寒さ、更に断
水と経験したことのない状況でし
た。その中で先ず行ったことは、避
難者の誘導と安否確認のための名簿
作りでした。次に、津波に巻き込ま
れた人や体調不良の方の看護、炊き
出し等、限られた資源の中で職員や
避難者とともに情報を交換しながら
行いました。
翌12日は原発の放射能漏れのため

緊急避難指示があり、避難者ととも
に町外の体育館や学校などの避難所
に移動しました。広野町は計画的避
難準備区域となり、職場は休業、避
難所で生活をしながらボランティア
活動が始まりました。活動内容は、
避難者の健康管理、受診の調整、近
隣の施設をかりての入浴調整・介
助、洗濯や買い物の支援、救援物資
の仕分け・配布などでした。
私のいた避難所は、他では珍しく

動物との生活が許されていたことか
ら、手洗い・うがいの方法やタイミ
ングを掲示したり、掃除の仕方を徹
底できるよう呼び掛けを行ったり
と、感染予防に力を入れました。
避難者が避難所から旅館・ホテル

等の二次避難先、更に仮設住宅や借
り上げ住宅等の三次避難先へ移動
し、求められる活動内容も変わって
きています。身体が不自由であった
り、家族間の問題を抱えているとい
う理由で、避難所から移動できない
人もいました。二次避難先では、高
齢者のADLの低下が著しかったり、
慣れない土地での交流が難しいとい
う声も聞かれました。問題解決のた
め、社会資源が活用できるよう調整

被災地での活動を通して
元 福島県広野町社会
福祉協議会　地域包括
支援センター
（衛生学部 衛生看護学科 30回生）
（大学院 保健学研究科 看護学領域
4回生）

長谷川さとみ

同窓会員の活躍紹介

をしたり、周辺のボランティアの協
力を得たりと、多くの職種の方と話
す機会がありました。
学校ではアセンブリが必修科目と

なっていますが、「チーム医療」の
考えが今回の活動に繋がったのだと
思います。
今回の震災で、応援・支援いただ

いた皆さまに深く御礼申し上げま
す。

第58回日本小児保健協会
学術集会を終えて
日本赤十字看護大学
小児看護学
（衛生学部 衛生看護学科
5回生）

大西　文子

同窓会会員の皆様におかれまして
は、益々ご健勝のこととお慶び申し
上げます。
この度、私は、第58回日本小児保

健協会学術集会の会頭を拝受し無事
成功裏に終えることができましたの
も多くの皆様のご支援・ご協力のお
かげと深く感謝申し上げます。特に、
藤田保健衛生大学同窓会からは、10
万円の助成金を賜り、重ねて御礼申
し上げます。
第58回では、テーマは「子どもの

育ちを見守り、地域で暮らす子ども
と家族にできること！～関係専門職
種の連携をめざして～」としました。
会期は、2011 年９月１日（木）か
ら３日（土）の３日間に亘り、名古
屋市の名古屋国際会議場を会場に開
催しました。１日目は、デンバーⅡ
及び小児救急の社会的サポートの電
話相談という協会の研修会。２日～
３日目は、会頭講演「子どもを見守
り、地域で暮らす子どもと家族にで
きること！～関係専門職種の連携を
めざして～」、招聘講演「ユニバー
サル社会の実現をめざして」竹中ナ
ミ氏、特別講演「小児の地域医療」
前田浩利氏「生き物っておもしろ
い！～野生生物からみえるもの」戸
塚学氏、教育講演「小児救急と外来
診療のありかた」岩佐充二氏、「子
どもの健康生活とワクチン」庵原俊
昭氏、「小児科医からみた子どもの
療養環境」長嶋正實氏、「我が国特
異の周産期から乳児に至る育児環境
─小児科医からみた躾・育児文化の
涵養」戸苅創氏、「子どもの命を輝
かせる『遊び』の保証～子どもにや
さしい医療の実現をめざして～」松

平千佳氏、シンポジウム「地域です
べての子どもの育ちを見守るため
に」、国際シンポジウム「世界の学
校保健と子どもの笑顔～アジア・ア
フリカそして日本、みんな違ってみ
んないい～」、特別企画「東日本大
震災フォーラム：被災地における子
どもの成長発達を長期的に見守るた
めに」、このほか、ミニシンポジウ
ム３、交流セッション３、企業学術
ランチ企画10、市民公開講座を実施
するとともに、一般演題については
口演112題、示説188題（合計300題）
が発表されました。特に、ミニシン
ポジウム、交流セッションでは、患
者である子どもと家族に加え訪問看
護ステーションの担当看護師もシン
ポジストとしてお迎えし、地域での
療養生活について関係専門職種の連
携を深めることができました。
今回の貴重な体験をもとに、子ど

もの育ちをテーマとしたライフワー
クへ今後も精進して参ります。今後
とも、ご指導・ご鞭撻のほどよろし
くお願い申し上げます。
最後になりましたが、本同窓会の

ご清栄を心より祈念しております。

（順不同）

私の学生時代は、「臨床検査技師
は縁の下の力持ち」と教育されまし
た。表舞台には出ることなく、コツ
コツとラボにこもって試験管を振る
イメージです。時代は変わり、今の
私たちに求められているのは、いか
にして医療チームの一員として活躍
するかだと考えます。2010年の診療
報酬改定では栄養サポートチーム加
算をはじめ呼吸ケアチーム加算、感
染防止対策加算など「チーム医療」
が評価され保険収載となりました。
ではどうしたらチームの一員にな

れるのでしょうか？キーワードは２
つあります。１つは資格・認定の取
得です。私は栄養サポートチーム
（ＮＳＴ）に参画し、医師、薬剤師、
看護師、管理栄養士とともに栄養不
良患者のケアに力を注いでいます。
2007年２月には日本静脈経腸栄養学
会認定のＮＳＴ専門療法士を取得し
ました。現在当院のチームには私の

縁の下の力持ちから医療
チームの一員になるには
東海市民病院・
中央臨床検査科　科長
（衛生学部 衛生技術学科
12回生）

山内　昭浩

藤田保健衛生大学医療科学部同窓会講演会にて
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所（ところ）変われば品変わると
の言葉とおり、土地が違えば作法や
習慣などが異なります。所どころか
国が変われば、医療職の免許制度も
全く異なります。私はアメリカ臨床
病理学会American Society for
Clinical Pathology、 ASCPの発行す
る、臨床検査国際資格の日本代表を
務めております。近況報告としてア
メリカ（米国）の臨床検査技師制度
と日本からも受験可能な国際資格に
ついて紹介させて頂きます。
日本には臨床検査技師国家試験が

あり、合格すると生理学検査及び採
血業務まで行えます。一方、米国で
は採血や生理学的検査は臨床検査業
務に含まず、全米で統一された臨床
検査技師国家試験がありません。
アメリカ合衆国との名のように、

各州が集まって形成されている米国
では各州に自治権があり、車の免許
を初め、医師や薬剤の免許証も州発
行です。ただし、何れかの州で免許
を取得すれば、他州に引っ越した際
でも書類の提出等で免許が有効にな
るので、州発行の免許が国家免許の
意味合いを持つのが実情です。とこ
ろが臨床検査技師免許制度がある州
は、米国の二割ほどしかなく、残り
の州では前述のASCPもしくは
American Association of Bioana-
lysts (AAB)またはAmerican Med-
ical Technologists (AMT) いずれか
が行う試験に合格する事で、臨床検
査 技 師 業 務 を 行 っ て い ま す 。
上記三つの団体で認定者が最大で

事実上の米国標準資格となっている
ASCPでは、四年制大学を卒業した
者（学士号保持者）はMed i c a l
Laboratory Scientist (MLS)、短期
大学または専門学校を卒業した者は
Medical Laboratory Technician
（MLT）と受験資格が異なります。
MLTは限られた検査のみ従事しま
すが、 MLSは複数の検査を行うだ
けでなく、検査全体の管理も行い責
任も重くなるなど、行う業務範囲も
異なります。名称は異なりますが、
カリフォルニア州など州免許を発行
する州でも学士号の有無により受験

ところ変われば
資格も変わる
神戸常盤大学　保健科学部
医療検査学科　教授
（衛生学部 衛生技術学科
16回生）

坂本　秀生

他、薬剤師２名、看護師１名、管理
栄養士３名、合計７名の有資格者が
います。それぞれの専門職としての
業務を行いながら活動しています。
なかなか全員そろって病棟回診とは
いきませんが、お互い時間を作り参
画しています。チームの中には糖尿
病療養指導士や化学療法を専門とす
る者もおり、集えば栄養のことばか
りでなく他分野に話が弾むこともあ
ります。そこではお互い専門分野で
の知識と技術を出し合います。現在、
医療に関連する学会等で資格認定制
度が数多くあります。時間とお金は
かかりますが挑戦して下さい。私は
若い人たちに「サラリーの一割は自
己投資しなさい」と言っています。
美しくなるためにエステやコスメも
良いでしょう。ワンランク上の上着
を買うのも必要です。さらに自分を
磨くために学会や研修会に参加する
ことをお勧めします。
もう１つは、コミュニケーション

能力を磨くことだと考えます。職場
の内外は問いません。ラボから外に
出ていろんな職種の方と敬意を持っ
て接して下さい。そこには新しい発
見が必ずあります。はじめは会話に
ついていけないこともあります。こ
そっとメモして調べて下さい。次か
らはついていけるようになります。
それを繰り返すうちにチームの一員
としての自覚が沸いてきます。決し
て逃げないで下さい。臨床検査技師
として東海市民病院に勤務し、30年
近くになります。バブルの時代も経
験しました。そこから長い冬の時代
が続き、なかなか抜け出すことがで
きません。ここ数年、「チーム医療」
に焦点が当てられ、「縁の下」にい
た臨床検査技師が表舞台に出て他職
種の方々と肩を並べて働く時代がや
ってきました。コミュニケーション
能力にやや欠け、自己アピールが苦
手な職種の一つとされてきました
が、勇気を出して臨床に出て行くこ
とを望みます。
2011年６月18日、フジタホール５

００にて、将来有望な目を輝かせた
学生諸君を前に私の希望を熱く語り
ました。

資格が異なります。
このASCPが2007年から、ASCP

International (ASCPi) として臨床検
査技師の国際資格を行うようにな
り、2009年から日本でも受験可能と
なりました。ASCPiとして受験可能
な資格は四年制大学卒（学士号所有）
の方がMedical Technologist (MT)、
短期大学や専門学校卒の方がMLT
となります。ASCPi試験の難易度は
米国内 ASCP資格と同程度ですが、
米国内での法律的問題は含まれてい
ません。受験はコンピューターを用
い、日本国内で可能で受験資格があ
れば年中いつでも受験することが可
能です。
母校から一人でも多くのASCPi資

格保持者が現れることを願って失礼
致します。

総長執務室

同窓会の皆様こんにちは。
私は昭和48年６月に名古屋保健衛

生大学（現在の藤田保健衛生大学）
内科学助手として採用されて以来、
38年間藤田学園に在籍し、平成23年
３月末に定年退職しました。人生の
半分以上を藤田学園でお世話になっ
たことになります。
大学卒業後、横須賀の米国海軍病

院で一年間のインターン研修をした
のち、名古屋大学第一内科心臓病研
究室に入局し、心電図、心音図など
を勉強していたところを、当時の心
臓病研究室チーフの故水野　康先生
（後に藤田保健衛生大学病院長）に
誘われました。水野先生、血行動態
研究グループリーダーの久田澄夫先

臨床医から
産業医へ

トヨタ車体株式会社　
統括産業医

野村　雅則

恩師からのお便り
（順不同）
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われてしまいます。逆に、私たちの
世代は、単純写真が試験問題、CT
画像が解答のようなもので、単純写
真で診断したものが当たったのか外
れてしまったのか、CT画像を見る
とわかるので、わくわくします。
他科の若い医師はどうなのでしょ

うか。先日、とある施設で読影して
いましたら、CT依頼部位が、頭
部・頸部・胸部・腹部というのがあ
りました。これは四肢を除く全身を
CT撮影したことになります。依頼
箋を見ると、臨床上の問題点は胸部
のみです。さらに、単純・造影とあ
ります。過去歴を見ると比較的頻繁
にこのような依頼がなされており、
おそらく、何か見つかればとの軽い
気持ちでスクリーニングされている
ように思われます。もはや、CTが
一般単純写真化しているようです。
出来れば視診、触診、問診、血液生
化学データを考慮し、論理的思考を
経た上で、被曝を念頭に置き、検査
部位を絞り込んでほしいと思ったこ
とでした。この例は、少し極端な例
なのかもしれませんが、64列などの
多列CTになってから、胸部・腹部
の一括依頼が増えたようなので、あ
ながち思い過ごしでもないように思
っています。
久々の単純写真の読影をきっかけ

にあれやこれやと考えていると、今
月号の日本放射線科専門医会・医会
誌に、東日本大震災を経験した機関
病院の放射線科医の特集記事が掲載
されておりました。その中で、ある
先生が、「今回の被災においては、
必要とされる放射線科モダリティー
は単純撮影であることがはっきりし
た（この際、発電発動機付きの装置
が必須である）」と、記されていま
した。放射線科は、元々電気がない
とどうしようもない科ですが、それ
でも危機の場合は原初的なものが最
も大切になるということなのでしょ
う。
いまや少し忘れかけられているよ

うな単純写真ですが、これを極めた
昔の放射線科医の診断は奥行きが深
く、また、示唆に富んでおり、若い
私たちには目標でした。しかし、医
療最前線のクリニックでは、いまだ
に単純写真が重要な画像診断の手段
です。温故知新という言葉もありま
す。せっかくのチャンスですから、
初心に返って再度大切に単純写真の
読影を重ねて見ようと思っていま
す。

今年の3月31日に坂文種報　會病
院を退職し、4月1日に名古屋臨床検
査センターに赴任致しました。セン
ターは自宅と坂文種報　會病院のほ
ぼ真ん中にあるので、勤務先が更に
身近になり、通勤が楽になりました。
センターでの私の仕事は、クリニ

ックや病院からの依頼に従ってセン
ターで撮影された写真、クリニック
や病院の現場で撮影された写真、そ
して健診で撮影された写真の読影が
主体となります。センターにはシー
メンス社の1.5TのMR機器が２台設
置されています。CT機器は現在4列
ですが、今年度予算でおそらく64列
のヘリカルCTを購入することにな
るでしょう。その他、ローラッドの
乳腺撮影機器2台、東芝の胃透視機
器2台、超音波機器2台、一般単純撮
影装置です。MR, CTで撮影された
写真と体表超音波検査、胃透視、そ
のほか様々な単純写真を読影して報
告書を作成しています。
報告書作成は、坂文種報　會病院

と同様、ここでもトランスクライバ
ー（医療秘書）が採用されています
ので、ディクテーション（口述）に
よる読影スタイルが確立しており、
私はマイクを片手にしっかりと写真
を見据えて読影出来ますから、大変
効率の良い読影環境となっていま
す。
久々に単純写真の読影は懐かし

く、レジデント時代を思い出しまし
た。私が医師になりたての頃は、
CT, MR等は存在せず、超音波も実
用とは未だほど遠いものでした。あ
るのは胸部や腹部写真やその他様々
な部位の単純写真、そしてバリウム
等による消化管検査、IVP, DICなど
で、これらもすべて単純写真の分類
に入ります。断面の写真といえば断
層撮影法（トモグラフィー）など、
すべてアナログによるフィルムスク
リーン系画像でした。
単純写真はX線が通過して来る領

域すべての合算陰影です。CT, MR
の読影に慣れた若い放射線科医たち
には「ぼくたちは、もはや断面画像
でなくては読影出来ません」と、言

単純写真に
思うこと
名古屋医師協同組合
名古屋臨床検査センター
センター長

高橋　正樹

生（その後、教授、昭和55年故人）、
５年先輩の菱田仁先生（その後、藤
田保健衛生大学病院長）の３人の先
生方から２ヶ月遅れて昭和48年６月
の附属病院開院にあわせて赴任しま
した。当時、私は院内でもっとも若
い医師でしたので、内科、循環器だ
けでなく各科の先生にいろいろと教
わることができ、心臓外科の手術で
は助手として手洗いもさせていただ
き、充実した毎日でした。
昭和55年５月に救命救急センター

がオープンし、私は平成９年10月に
はＣＣＵ担当の教授となり、ＣＣＵ
に深くかかわってきました。その間
に、水野先生のおかげで血管内視鏡
のプロトタイプが手に入り、研究費
も付き、現在に至る心血管内イメー
ジングの仕事を始めることができま
した。日本は心臓血管内視鏡の分野
では世界で最も進んでいますが、現
在、我が国で使用されている冠動脈
観察用の直径１mm程度の細径血管
内視鏡の半数以上は私が藤田保健衛
生大学の仲間と実用化に力を尽くし
たものです。非常に鮮明な画像が得
られる内視鏡と誇らしく思っていま
す。
平成15年４月より、渡邊佳彦教授

の後任として第二教育病院である坂
文種報徳會病院の講座教授に就任
し、８年間勤務しました。私の定年
退職後は井澤英夫准教授が教授に昇
任し、一層の発展に向けて頑張って
くれています。藤田学園でこれまで
多くの先輩、同僚、仲間に恵まれて
過ごすことができたことを心から感
謝しています。
定年退職後はトヨタ車体株式会社

の統括産業医として、大学病院とは
まったく異なった仕事内容に当初は
多少戸惑いましたが、日々新鮮な気
持ちで働いています。約１万４千人
の社員の健康診断を社内５か所の診
療所で毎日行っています。私の職場
である本社内の健康推進センターに
は藤田学園出身の保健師が一人、診
療放射線技師が二人在籍していま
す。これまでは疾病治療を主として
行ってきましたが、現在は疾病の予
防、健康の維持、職場の安全、安心
な環境つくりに向けて、約30名の健
康推進センタースタッフとともに知
恵をしぼり、体を動かしています。
同窓会の皆様にはお世話になるこ

とも多く、今後ともどうぞよろしく
お願い申しあげます。
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小野 雄一郎
学校法人藤田学園 理事長

黒澤　良和
藤田保健衛生大学 学長

才藤　栄一
藤田保健衛生大学 副学長

辻 孝雄
藤田保健衛生大学医学部 学部長

金田　嘉清
藤田保健衛生大学医療科学部 学部長

星長　清隆
藤田保健衛生大学病院 病院長

芳野　純治
藤田保健衛生大学坂文種報 會病院 病院長

森 チカヨ
藤田保健衛生大学看護専門学校 校長

清川　剛夫
学校法人藤田学園法人本部 統括事務局長

近松　均 （医学部２回生）
藤田学園同窓会会長
松山　裕宇 （医学部６回生）
藤田学園同窓会評議員・藤医会会長
沖田　洋治 （医学技術専門学院３回生）
藤田学園同窓会理事・専学同窓会会長
兼田　道男 （コンピュータ専門学校１回生）
藤田学園同窓会理事・カズモス同窓会会長
丸田　一皓 （衛生学部１回生）
藤田学園同窓会理事・総務委員
浅野　妙子 （短期大学２回生）
藤田学園同窓会理事・総務委員
横田　元実 （リハビリテーション専門学校２回生）
藤田学園同窓会理事・総務委員
小島 登美香 （看護専門学校10回生）
藤田学園同窓会評議員・総務委員
吉川　哲史 （医学部９回生）
藤田学園同窓会理事・機関紙委員
吉川　英治 （衛生学部14回生）
藤田学園同窓会理事・機関紙委員
刑部　恵介 （短期大学23回生）
藤田学園同窓会理事・機関紙委員
中村 小百合 （衛生学部17回生）
藤田学園同窓会理事・事業委員　　（敬称略・順不同）

司 会：丸田 一皓 （衛生学部１回生：藤田学園同窓会理
事）
皆さま、こんにちは。
さて、この４月より母校藤田学園では運営の中枢であ
ります理事会の陣容が刷新されました。それに伴い今
後母校がどのように変わり、そして発展していくのか、
私たち同窓生にとりましてもたいへん気になる所でご
ざいます。母校の新たなスタートとなるこの機会に、
学園を代表する方々と同窓会役員との懇談会を企画致
しました。近松会長には、開会に先立ちまして一言ご
挨拶をお願い致します。

近松 均 （医学部２回生：藤田学園同窓会会長）
まずは、このたびの懇談会にご参加いただきました

私たちの恩師でもあります 小野雄一郎理事長、黒澤良
和学長、才藤栄一副学長、辻 孝雄医学部長、金田嘉清
医療科学部長、星長清隆第一教育病院長、芳野純治第
二教育病院長、森 チカヨ看護専門学校長の各先生がた、
ならびに清川剛夫統括事務局長に心よりお礼申し上げ
ます。
1964年に設立され、その後、全国でもまれな医療系総
合学園として発展し、優秀な医療従事者を育成してき
ました母校藤田学園も３年後の平成26年10月には創立

参加者（執筆者）

学園幹部 同窓会役員
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50周年を迎えます。医療を取りまく情勢が不安定なな
か、今後母校がさらに発展し続けるために必要な課題
が何かあるとすれば、私たち同窓生もそれを知ること
により次の50年の発展のために協力することが可能で
す。
つきましては、母校の新しい舵取り役の方々から、

「藤田学園の現状や将来への夢」などについてお聞きす
ることができましたら幸いです。よろしくお願い致し
ます。

■ 藤田学園の今
そして未来への思い ■

司 会：それでは、さっそく学長の黒澤先生から藤田学
園の現状と将来あるべき姿につきまして、総論的にお
話しいただけますでしょうか。先生はこれまで四半世
紀以上にわたって学園の歩みをつぶさにご覧になって
いらっしゃいますが・・・

黒澤 良和 （藤田保健衛生大学 学長）
藤田学園の現状と将来を考える際に重要なことは、

弱冠39歳の藤田啓介先生が昭和39年に本学を設立され
て70歳でお亡くなりになるまでの時期、元理事長であ

る山路正雄氏が最高権力者であったこの16年間、そし
て小野理事長を中心とする新執行部が誕生した本年４
月以降を三期に分けて、それぞれの時期で本学を支え
た理念は何であったのか、冷静にかつ正しく評価して、
今後のあるべき姿を明確にしながら、前進することが
重要です。
私立大学は創設者が“建学の理念”を掲げ、そのも

とに大学の個性が形成されてゆきます。藤田先生は非
常に多くの言葉を“私立大学われを創りき”と“かく
生かされかく語りき”に残されています。ここでは、
大学病院の柱にエスペラント語で書かれた“われら、
弱き人々への無限の同情心もて、片時も自己に奢るこ
となく、医を行わん”を思い出すだけで、先生が実現
しようとした医療の形の一端を理解できます。30年間
で藤田学園をゼロの状態からこのように立派な形に作
り上げたその“先見性と指導力”には驚嘆するばかり
です。
藤田先生の突然の死で始まった第二期は誤った巨額

の資産運用により本学に甚大な損害を与えて終止符を
打ったわけですが、将来のあり方を考える上でも、こ
の16年間を冷静に総括することが必要と感じています。
見かけ上、大学は大きくなり、また事あるごとに“独
創一理”を代表とする藤田先生が残された言葉が語ら
れていました。“山路理事長独裁体制”は貫かれていま
したが、学園を構成する大部分の教員や職員にとって
は“遠い出来事”であったのが実感だったでしょう。
本学に一番必要であったのに欠けていたのは、“大学は
診療、研究、教育を行う公の機関であり、大学を構成
する教員と職員はまさにその当事者として最大の努力
をすべきである”という意識を共有する新体制づくり
であったと考えます。確かに大学の創世期においては
優れた指導者の存在は不可欠です。その指導者が去っ
た次の世代は、その組織を構成する個個人が当事者意
識を持ち、創設者の残した様々な指導理念を噛みしめ、
さらにその是非を吟味しながら、理想の形に近づける
努力をするそれが本来のあるべき姿です。それは権力
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志向の強い理念なき指導者には不都合なことであった。
その結果、第二期においては、理念なきままシステム
だけが温存された。
この反省に立てば、第三期で目指すことはおのずか

ら明らかになると思います。今からでも遅くありませ
ん。学園に人材は明らかに育っており、また藤田保健
衛生大学が医療の総合大学であるという出発点に立て
ば皆で価値観を共有できる素地は十分にあります。

司 会：副学長の才藤先生はどのようにお考えでしょう
か。

才藤 栄一 （藤田保健衛生大学 副学長）
私は藤田学園にお世話になって16年になります。残

念なことに、丁度、赴任した年に藤田先生がお亡くな
りになったため、先生と直接お話をする機会には恵ま
れませんでした。ただ、私は藤田先生の思想に深く感
動しています。そして、アセンブリという骨格を持っ
ている藤田学園は、チームワークを基本とする私の専
門であるリハビリテーション医学と極めて相性がよく、
私どもの部署はすくすくと成長し、ありがたく思って
おりました。
ところがこの数年、本業が軽視される運営が目立つ

ようになり、昨年の夏、星長清隆先生、小野雄一郎先
生がその状況に危機感を持ち、立ち上がりました。
確かに今回の物理的問題は巨額損失を生んだ「資産

運用の失敗」ですが、精神的事象である「本業軽視」
が学園の躓きの根本と思っています。そして、この話
を過去形で語るにはまだ解決すべき課題が山積してい
るのが現状と理解しています。
一方、ありがたいことに「軽視された本業」の内容

そのものは極めて優良であることももうひとつの事実
であり、今踏ん張れば明るい将来がやってくると確信
しています。そして、小野・星長両氏を支えるべく新
しいブレインとして経験豊かな清川剛夫氏が参画して
くれたのは藤田学園にとって本当に幸運であると思っ
ております。
同窓会の皆様におかれては、どうか学園の現状をご

賢察いただき、新執行部に温かなご支援を願う次第で
す。

司 会：医学部におきましては、平成23年２月の医師国
家試験で新卒の合格率が99%という素晴らしい実績を残
しました。医学部長の辻先生、医学部ならびに医学研
究科の将来構想について一言お願い致します。

辻 孝雄 （藤田保健衛生大学医学部 学部長）
本学は教育、研究、診療から成り立っていますが、

これらの基盤をなすものが学生であると考えておりま
す。本学が今後より発展するためには、医学部から
「良き臨床医」を育てるとともに、より研究能力のある
人材を輩出する必要があります。特に、10～20年後に
本学医学部卒業生が他大学の医学部教授として迎えら
れるようになれば幸いです。また、他大学の医学部教
授を輩出できるようになって初めて、本学が新設大学
から抜け出たことになると考えております。
そこで、この目的を達成するためには、優秀な学生

を入学させ、教育し、卒業させる必要があります。ま

ず入試面では、出来るだけ優秀な人材を確保するため、
今年度高校訪問などを行い、本学の入試システムがど
のように評価されているか調査を行っています。その
結果をもとに入学制度の変更を考えています。また、
入学後の教育面では、１年～６年を通じてコツコツと
地道に努力しなければ卒業できない教育システムに変
更しつつあります。特に５、６年の教育体制がほぼ完
成し、その結果が今年の医師国家試験合格率に反映し
たと思っております。６年の留年生を最小限に留めて、
新卒合格率99％になったのは我々としても少々驚いて
おります。今後は５、６年の体制をサポートするよう
なシステムを１～４年に導入する予定です。
そして、卒業後は臨床的に優れた医師であると同時

に、優れた研究能力を持つ必要があると思います。そ
れでは、優れた研究者になるために何をすべきかです
が、大学院時代を含め、まずは地道に研究してより多
くの英語論文を書くことです。そして次のステップで
は、より内容が充実した英語論文作成が求められます。
そのような論文を書くことは、一般的には非常に大変
ですが、普段からコツコツ地道に努力できる人材を養
成できれば、自然と結果は伴ってくると考えます。ま
た、論文内容の評価は、他人からの評価も大事ですが、
まずは自分が行った研究結果が満足した内容であるか
が大事で、本当に自分に誇れる結果なら、達成感から1
ヶ月以上喜びが続くと思います。実際には、一生で一
度このような論文を書ければ、その人は研究者として
成功したと言えるでしょう。研究者としての道を歩み
出したのなら、1年に1回程度は、1週間は喜びが続く論
文を書きたいものです。論文を書き上げた達成感を味
わえば味わうほど、研究に興味が湧くことと思います。
自分は何に興味があり、何を研究したいかを考え、コ
ツコツと臨床と研究に精を出し、結果が出ればそれを
論文にまとめる楽しみを味わって頂きたいし、研究結
果を出す楽しみも味わって頂きたい。
それでは、優れた研究能力を持った医師を育てるた

め、今我々は何をすべきかですが、やはり本学の臨床
レベルが高いだけでなく、研究レベルが高い位置にあ
ることが必要と考えます。各教員が研究の面白さを知
り、生き生きと研究に勤しんでいる姿が最も大事と思
っています。この点から是非総合医科学研究所にも、
研究の場と情報提供のご協力をお願いし、本学の人材
育成に大いに貢献して頂ければ幸いです。

司 会：医療科学部は、旧衛生学部と短期大学との統合
や学科増設を経て、今では６学科、学生定員1,580名を
抱える大所帯となりました。医療科学部長の金田先生

教えの場
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から一言お願い致します。

金田 嘉清 （藤田保健衛生大学医療科学部 学部長）
2008年、衛生学部から医療科学部と名称変更した新

学部は、臨床検査学科、看護学科、放射線学科、リハ
ビリテーション学科、臨床工学科及び医療経営情報学
科の６学科体制となり、広範なコメディカル医療職の
みならず、医療経営・情報管理従事者を養成する医療
系の総合学部とし、2012年３月に完成年度を迎えます。
この６学科を統合する理念は医療を科学として捉え、
EBMに基づく実践理論の体系化に努める事です。医療
科学に基づき、高度な知識・技術を体系的かつ着実に
修得し、それを患者中心のチーム医療に実践できる人
間性豊かな、21世紀の医療に相応しい人材を育成する
事です。
さらに、2012年４月から、保健学研究科にも臨床工

学、医療経営情報学領域と急性期・周術期分野を開設
します。医療科学部は今まで、多くの先生方、諸先輩
に支えられ、教育、国家試験、就職等、目覚ましい結
果を残してきました。しかし、学園全体の現在の状況
を考えた場合、これらを将来的に発展させるために、
医療科学部は今後、今まで以上に自立的な存在として
機能しなければなりません。学部の教育・研究・運営
の質を保証する第一義的責任は医療科学部自身にあり
ます。そのため、私は、中期計画に医療科学部自らの
質を保証するための組織改革・運営整備と内部質保証
に関する方針と手続きを提案し、教員には当事者意識
を持って頂き、現在、学部始まって以来の改革に取り
組んでいます。

司 会：藤田学園の沿革においては、その誕生のルーツ
とも言える看護専門学校ですが、校長の森先生にもぜ
ひご発言をお願い致します。

森 チカヨ （藤田保健衛生大学看護専門学校 校長）
本校は昭和39年10月開校以来、3,300名余の卒業生を

社会に送り出してまいりました。卒業生の皆さまは地
域医療の担い手として幅広い分野でご活躍されており
大変うれしく思っています。
また、本校の入学生につきましては18歳人口の減少

に伴い、県内の看護専門学校の入学定員割れが課題と
なっている中でも毎年順調に推移しているところです。
このことは広報活動等の取り組みの効果だけではなく、
卒業生の皆さまのそれぞれの立場でのご活躍が看護専
門学校の現状を支えているのだと思います。
ご承知のように保健医療福祉サービスの内容、方法、

場の多様化が進み、看護職には他職種との連携や役割
の拡大などが大いに期待されています。一方で、看護
教育の現状は生活体験の乏しい学生から社会人経験の
ある学生まで多様化していることや、カリキュラムの
過密さから学生が主体的に学ぶ余裕がないこと、在院
日数の短縮化等により臨地実習を効果的に行うことが
困難になっているなどの課題が指摘されているところ
です。これらを踏まえ厚生労働省では多くの検討会が
行われ提言が重ねられてきましたが、それらの提言や
社会状況の変化を見ますと看護教育は今、大きな転換
点にあると思います。平成23年２月に提言された報告
書からは、教育現場がこれまでの慣例等から教育内

容・方法等の大幅な改善にまで進めなかったことが今
回の提言を契機に動き出すのではないかと受け止めら
れます。
つまり、看護教育の方向性として「知識習得から能

力獲得へ」と「能力」を身につける教育が提言され、
学習の概念そのものが変化してきているということで
す。平成21年度から施行された新カリキュラムが今年
度で３年目を迎え平年度化したところで、本校におい
てもカリキュラムの評価を含め、教育内容等を根底か
ら考え再構築していくよい機会ではないかと捉えてい
ます。臨床現場と卒業生の技術の乖離も大きな課題と
なっている現在、学生が広い視野で深く物事を考え、
将来どのような変化にも柔軟に対応し「看護が実践で
きる」教育を目指して改善に取り組む必要があると考
えています。創意工夫のある教育の追究には教員の意
識改革、一層の研鑽及び実習施設との連携・協力体制
の構築が不可欠です。
藤田学園には看護教育の新しい流れを取り込むため

の改善を推進する要件が整っています。看護教育の柱
である実習病院を有し、経験豊かな人材が揃っている
ことは他にない強みです。臨床現場の皆さまや関係の
方々と連携・ご協力をいただく体制を検討したいと考
えています。

司 会：各先生ありがとうございました。先生がたがお
考えのように、今後も教育機関として学生諸君にでき
うる限り良好な環境が整えられることを期待していま
す。

■ 大学病院の現状と将来構想 ■

司 会：次に、私たちにとって、在学中に修得した医学
的知識や医療技術を研修も含め卒業後に実践に移す場
であり、職場ともなる大学病院についてお聞きします。
まず、第一教育病院長の星長先生に病院の現状と将来
構想についてお伺いしたいと思います。

星長 清隆 （藤田保健衛生大学病院 病院長）
黒澤学長のお話にもございましたが、私は故藤田啓

介総長が本大学病院開院の前年に示された、「我ら、弱
き人々への無限の同情心もて、片時も自己に驕ること
なく医を行わん」という病院理念に接し、身震いがす
るほど感激したことをしっかり憶えております。平成
21年２月に病院長に就任以来、他施設には無いこの素
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晴らしい病院理念を高く掲げて、病院の運営に努めて
参りました。
わが藤田保健衛生大学病院は総ベッド数1,494床とわ

が国では最大の病院です。平成22年度の平均外来患者
数は1,985名、平均入院患者数は1,231名、年間手術件数
は10,300件でした。本年度は外来患者数、入院患者数と
もさらに増加傾向にあり、日によっては外来患者さん
は2,500名、入院患者数は1,330名を超えることもあり、
手術件数も今年は11,000件を超えることは確実と思われ
ます。これらは全て医師、看護師など医療系職員や事
務系職員を含めた全ての病院職員の努力の賜物と深く
感謝致しております。
また、病院長として大変気になる病院収入ですが、

22年度は対前年度比８.１％の上昇、収益は対前年度比
57.３％の増加と驚異的な延び率を達成して頂いており
ますし、本年度の病院収入も前年同月と比較し各月と
も１億円から２.２億円の増加という結果が出ており、
病院長として病院職員の方々のご努力には頭が下がる
ばかりです。

さて、本年５月の連休明けに藤田学園の一部の前執
行部の失態による巨額の資金損失が複数の全国紙に載
りましたが、これは学園の一握りの幹部が独断で行っ
た超高リスク資金運用の破綻による想像を絶する巨額
の資産損失の実態が、複数の外部の弁護士や公認会計
士を含む８名からなる調査委員会にて明らかにされた
ものです。その結果を踏まえ、小野新理事長やトヨタ
自動車からお呼びした清川統括事務局長を中心に抜本
的な財政改善の方策に取り組んでおります。これらの
学園のガバナンスの改革ならびに最近の病院収益の改
善は、複数のメガバンクから高く評価されるに至り各
行からの資金援助の申し出に繋がりました。その結果、
今まで私たちが考えることすら出来なかった、新棟建
設と旧病棟の耐震化が可能となりました。
ここで、私たちが現在計画しております、新放射線

棟（低侵襲画像診断・放射線治療センター）、新病棟建
築と旧病棟耐震化について簡単に説明させて頂きます。
まず、新放射線棟（低侵襲画像診断・放射線治療セ

ンター）ですが、旧アセンブリホール跡に建設工事が
進んでおります。平成24年８月末の竣工後には最新鋭
の放射線機器を導入し、大学病院に相応しい超低侵襲
の診断と治療が行える中枢部門としたいと考えており
ます。地下には、放射線治療装置（２台）、密封小線源
治療装置など、1階にはPET-CT（２台）、SPECT装置
（４台）、２階にはMRI（４台）、3階には血管造影装置
（５台）、４階にはCT（４台）、5階には透視用X線テレ
ビ装置（４台）を置く予定です。

今回の目玉となる新病棟は現在の第一駐車場を移転
して、この跡地に建設する予定です。駐車場の移転先
は旧看護師寮であったヴィラコスモスBを取り壊した跡
地で、６層の立体駐車場とし、ここからは車椅子でも
直接患者さんが新病棟に移動できる屋根つきの歩道を
作ります。新病棟は地上12階、地下１階を想定してお
り、国が定める災害基幹病院に相応しい建築物にした
いと考えております。地下には食養部やリハビリテー
ションセンターなどをおき、１階には救急外来や一般
撮影室、各科外来の一部を配置します。２階には各科
外来、３階には手術室（現在の手術室と直結させて、
計23室となります）とICU、SHCUなど、4階は救命救
急ICU、NCU、CCU、災害・外傷センターなどを配置
します。また、５～７階には心臓血管外科、消化器外
科、脳外科などリスクの高い患者さんが占める割合の
高い診療科を配置したいと考えております。一方、最
上階（12階）には特別個室病棟を置き、様々な患者さ
んのご要望に応えられる病棟にしたいと考えておりま
す。これらの基本設計は全国的に有名な複数の設計事
務所からコンペ形式で選ばれた梓設計事務所にお願い
しており、今後２、３ヶ月の間に各部門と直接話し合
いの場を持って頂き、最終設計案を今年度中に纏めた
いと考えており、これを５社以上のゼネコンに投げか
けて公正に見積って頂き、最も私たちの希望に沿うゼ
ネコンに工事をお任せしたいと思います。今後、役所
との折衝などを考慮しますと、着工は平成25年５月ご
ろになる見込みで、平成26年末には竣工させたいと考
えております。その後、２号棟の患者さんには一時的
に新病棟へ移って頂き、２号棟の耐震化を一気に行う
予定です。１号棟は将来は３、４階建てに低層化し、
耐震化工事を行うという案もありますが、現時点では
未定です。以上が現時点で私どもが考えております４、
５年後までの構想です。
実は20年後の夢のあるプランも梓設計から示されて

おりますが、これは３号棟に代わる次の新病棟建設も
考慮し、新たな学校群と病院群を東西に分け、中央部
をU字型の緑の空間で置き換えるもので、米国の有名私
立大学かと見間違えるような設計になっています。今
後の学園の財政状況によっては決して不可能では無い
と思います。今後とも卒業生の先生方の益々の熱いご
支援をお願い致します。

司 会：第二教育病院長の芳野先生は坂文種病院の現状
と将来についていかがお考えでしょうか。

芳野 純治 （藤田保健衛生大学坂文種報　會病院 病院
長）
私は藤田学園に務めさせていただくようになってか

ら23年がたちました。さて、第二教育病院（坂文種報
會病院）は診療科18科、病床数453床、医師106名（う
ち、研修医9名）を含め職員639名の中規模の病院です
（平成23年10月現在）。平成22年度は一日入院患者数
（月平均）316.7人、一日外来患者数（月平均）753.5人、
平均在院日数14.0日、手術数（手術室）2,546件、紹介率
48.0％、逆紹介率27.5％ です。DPC対象病院、７対１看
護体制の維持などにより、患者１日当たりの平均単価
が増加し、経営は改善してきました。現在、更なる経
営の改善に取り組んでいます。 病院は敷地が狭く、ス

獨創一理祈念館正面
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ペースに余裕がほとんどないこと、駐車場が狭いこと、
昭和37年に建設された古い建物が残っていること、放
射線治療ができないことなど、幾つかの解決すべき問
題があります。しかし、10数名の教授をはじめとする
医師、看護師、検査技師、Ｘ線技師、リハビリテーシ
ョンなどの職員は、日々診療に意欲的に当たっていま
す。
第二教育病院は大学病院、地域医療に携わる病院と

二つの役割があります。すなわち、大学病院として教
育に積極的に関与すること、質の高い医療を行うこと、
そして大学らしい研究を行うよう心掛けています。ま
た、近隣の住民から以前より「ばんたねさん」と親し
く呼ばれてきたように、地域に密着した第一線の地域
医療を担うことが私共の病院の役割と考えています。
第二教育病院は名古屋市の真ん中に位置し、他の病

院群に囲まれています。すなわち、競走が激しい位置
のため、病院としての特徴を明らかにすることが重要
と考えています。その方法の一つとして、著名な教授
陣を中心とした診療科の得意とする部門、強みをアピ
ールすることを目的としてセンター化を考えています。
現在、「痛み緩和センター」（麻酔科）、や「睡眠健康セ
ンター」（耳鼻咽喉科）があり、ホームページ上に公開
しております。さらに、アレルギーセンター（案）、内
視鏡治療・手術センター（案）などが名乗りを上げて
おります。「センター」をアピールする方法も工夫しよ
うと考えています。それにより、近隣の病院とは異な
る当院の特徴を広く知っていただけるようにしたいと
考えています。
一方、当院の周囲は鉄道、道路網、公共交通網が整

備されております。これらを有効に利用する方法を模
索し、藤田保健衛生大学の名古屋市内でのいわゆる
「広告塔」として第一教育病院との連携を当院の強みに
出来ればと考えています。狭い敷地、狭い駐車場、古
い建物については、以前より問題となっていました。
そのために、移転する案、立て直しの案などが以前よ
り出ています。移転する案では現在の地を余り離れな
い方がよいのではないかとか、立て直し案では診療に
出来るだけ影響を与えない効率的な建築方法がないか
などと模索しています。近隣の病院群が改築・新築・
移転してリニューアルを済ましており、時間的な余裕
はないと考えています。また、これを実現するには安
定した経営が不可欠として職員一同頑張っています。
さらに、急性期の患者を担う病院であるために、ICU
（4床）の開設を計画しています。その後に、地域医療
支援病院になるべく準備を進めていきます。

地域医療との連携は重要であり、脳卒中連携パスを
今年度より開始しましたが、さらに同様な試みをさら

に進めていくつもりです。第二教育病院は進化すべき
努力を行っておりますのでご支援をお願いします。

司 会：有り難うございました。

■ 教育機関として果たすべき役割 ■

司 会：さて、ここまでは先生がたよりお話を伺いまし
たが、続いて同窓会の皆さんからもご発言をお願い致
します。ご提案やご要望、何でも結構ですが、いかが
でしょうか。まずは、大学・学校あるいは教育という
ことに関連して・・・。

近松
藤田学園が将来にわたり発展し続けるためには、時

代のニーズに合わせて少しずつ変容していくことが求
められます。どのような組織もそうですが、変革なく
して成長はあり得ません。しかし、その一方で、私
学・藤田学園としてのアイデンティティーを守るため、
未来永劫、引き継いでいかなければならない大切なも
のもあります。私は、「変革すべきもの」と「守るべき
もの」この二つの見極めを誤ってはならないと思って
います。この点につきまして、黒澤先生のお考えをお
聞かせください。

黒澤
医療の総合大学である藤田学園は、医師、看護師、

医療技術者ほぼ全員が、卒業時に何らかの国家資格を
取得することが社会人として巣立ってゆく前提となっ
ており、そのための勉強をするプロセスを教員が懇切
丁寧に指導することが一つの伝統になっています。そ
のことを「藤田学園には自由が少ない」と批判する人
がいるとも聞きますが、私はプロを育てることの意味
がわかっていないに過ぎないと思っています。藤田学
園にとってもっとはるかに重要なことは、今後予想さ
れる様々な困難にいかに柔軟かつ創造的に対処できる
プロの医療人を育てる教育機関に進化させるかが問わ
れていると思います。“獨創一理”や“アセンブリ教育”
を掲げるに際して、藤田先生の思い描いた教育が、な
ぜわが国で必要であったかを問い直す必要があります。
これほど長寿社会となり、換言すれば､人は簡単には死
ねなくなる一方で、老いとともに身体は様々な病魔に
蝕まれてゆきます。いまだ少子化を止める手段を見い
だせていない現実の中で社会から医療に期待される部

藤田学園の沿革
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分は確実に増大します。医学部希望者がこれほど存在
する中で、“３K”の代表として外科医希望者が減る現
実が進行するのは、まだ21世紀で今後起こることが予
想される事態を我々が直視しようとしていないことの
反映です。日本を襲った３.11は、日本人が漠然と共有
していた未来への期待を根底から破壊しました。藤田
先生は、“官学天国官学礼賛の民度の低い体制下、われ
ら私学人に徹せんためにわれ思う”の中で、官僚に支
配された社会を徹底的に批判しています。その道の
“権威”が作った常識をそのまま素直に信じてお利口に
生きて行けば安心な社会が永遠に続くならば、官僚が
強くてもそれほど困らないでしょう。しかし今後予想
される事態は、人類がまったく経験しなかったことの
連続です。
藤田先生がなぜそれほど私学であることにこだわっ

たか、私は本学が「守るべきもの」は、プロの医療人
を育てる教育姿勢であり、「変革すべきもの」は名ばか
りのスローガンはやめることです。ぜひとも、この困
難な状況を切り開く創造性にあふれる医療人を育てる
教育機関であることを目指そうではありませんか。

松山 裕宇（医学部6回生：藤田学園同窓会評議員、藤医
会会長）
国立大学法人も含めた他大学に負けない藤田学園独

自の魅力ある学風創りをしていく必要があると私は思
います。才藤先生いかがですか。

才藤
私は私学畑で生きてきたため、藤田の自由は水が合

います。定型にとらわれない自由と組織を強くするた
めの協調のバランスが、藤田学園の魅力、特に今回の
新執行部の目指そうとしている魅力点だと思います。

吉川 哲史 （医学部９回生：藤田学園同窓会理事）
今後、藤田学園がさらに伸びていくためには私の恩

師の浅野喜造名誉教授が常々おっしゃっていたように、
「リサーチ・マインドを持った世界に通用する医師」を
卒業生から輩出することが必須と考えます。学園が新
たなスタートラインに立ったいま、このような目標に
向けた構想がありましたらお聞かせください。

辻
先ほど申し上げましたように、吉川先生のご意見に

同感です。本学から「リサーチ・マインドを持った世
界に通用する医師」を育てることは理想です。
しかし実際には、臨床と研究に真摯にコツコツと取

り組む姿勢の学生をどれだけ輩出できるかだと考えま
す。そのため教育体制は、コツコツ勉強しないと卒業

できない方向に変更しつつあります。そこで多くの才
能を持つ人は別として、学生には何事も他人事にせず、
自分の責任として地道に取り組んで頂きたい。
真摯にコツコツ励んでいる学生は、本学に多数いる

と思われます。が、本学の厳しい教育指導や医師国家
試験対策など、藤田学園には自由がなく情熱が消失す
る、と嘆く学生がいるとしばしば耳にします。これは
非常に残念な事です。一生の内で一度ぐらい、医療人
になるための厳しい状況に耐える時期が必要であると
思いますし、これに耐えてこそ、これからやって来る
さらに厳しい現実を乗り切る自信が生まれるものと考
えます。何時までたっても、厳しいだけだと思ってい
る学生や教員がいるのも現実と認識しております。し
かし、これが本学のむしろ弱点となっていることを認
識して頂きたいと思います。
我々の時代を含め、本学よりさらに厳しい状況の中

でコツコツ勉強し、耐え忍び、耐え忍んだことを原動
力として頑張り、現在がある先生が多数おられます。
是非先生方の生き様を参考にして今後の勉強、臨床と
研究に取り組んで頂きたい。「刻苦光明、必ず盛大なり、
途中にあって、家舎を離れず。」という言葉があります。
苦しい修行に耐え、途中で物事を投げ出さず継続して
行えば、苦しい修行であればあるほど素晴らしい大き
な光は必ず見えてくる、と言うことです。このような
学生さんが一人でも本学から卒業してくれることを念
願しています。また、これが「リサーチ・マインドを
持った世界に通用する医師」が育つ第一歩と考えます。

近松
藤田学園の教育目標は「良き医療人の育成」とは言

いますが、創立50周年を間近にひかえた今日において、
今後も卒業生が母校の教室を主宰する事は極めてまれ
であり、他大学の教授として赴任することもあまり期
待できないというのでは、教育機関として力不足だと
私には思えます。特に教授陣の先生がたには今いっそ
う卒後教育に力を入れていただきたい。ぜひよろしく
お願い致します。
また、教授選考方法についても言わせていただきま

すと、内部からの昇任や一般公募をして教授会で選挙
を行う方法だけでなく、学園にとって本当に求められ
る人材を綿密にリサーチして、これはという人がいれ
ば三顧の礼を尽くして招聘する制度も必要なのではな
いでしょうか。学園の目指す所とそこに到達するため
に必要な人材の選定について、戦略的に考える中枢部
門の必要性を感じます。
いずれにしましても、内部人材の育成と外部からの

人材補強、この二つのバランスをうまくとることが、
学校法人の最高決定機関たる理事会には求められます。

司 会：医療科学部や看護専門学校についてはどなたか
ご発言はありますか。

中村 小百合 （衛生学部17回生：藤田学園同窓会理事）
医療系総合大学としてはアセンブリ精神に則り、学

部間の均衡をうまく保つことが重要なのではないでし
ょうか。医学部のみならず医療科学部の教育施設も十
分に考慮してください。
特に、近年は全国的に医療関係の学部増設が目立っ

我慢人形と祈り人形
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て増えてきています。教室や実習室など教育環境が整
っていないと良い学生が集まりません。

刑部 恵介 （短期大学23回生：藤田学園同窓会理事）
良い学生の確保のためには、受験生の皆さんに「行

きたい」と思わせるような魅力ある大学創りが重要で
す。勉学だけでなく、クラブ活動など、学生生活全般
をサポートすることにより、学生と大学の関係がより
充実したものになり、若い人たちにとって魅力のある
大学になると思います。また、その魅力をどのように
効果的にアピールするかも重要な課題だと思っていま
す。例えば、オープンキャンパスなどは、学友会や
PSA委員がもっと深く関わって、学生目線を大切にし
た運営をされてはいかがでしょうか。また、大学のア
ピールを担う学生諸君のための支援もお願いします。

司 会：お二人からの提案については医療科学部長の金
田先生、お答えをお願い致します。

金田
貴重なご意見をありがとうございます。学園全体に

おける教育施設の老朽化とそれに伴う耐震問題につい
ては、学園全体の整備計画で進んでおります。医療科
学部でも1980年以前に整備された建物が多く存在し、
その耐震化に向けた整備として、今年度中に、放射線
学科が使用しています６号館の耐震工事が終了します。
臨床検査学科、看護学科の建物に関しては学生定員の
増加、実習室、研究室の状況から考えて、早期の生涯
教育研修センター２号館建設を学園にお願いしており
ます。このためには、医療科学部自らの経営基盤の強
化が必要であり、教職員一同、最優先課題として取り
組んでおります。
学生募集については、少子化に伴う学生減少が今後、

10数年間続く中で、受験生の皆さんに魅力のある学部
とは何か？　について、まず、学科内での教員の縦の
繋がり、学部全体での教員の横の繋がりを大幅に見直
し、学部全体の学生を学生さんも巻き込んでサポート
出来るシステムが作れないか検討します。是非、同窓
会の先生がたには、その中心的な役割を持って頂きた
いと思います。

小島 登美香 （看護専門学校10回生：藤田学園同窓会評
議員）
最近では看護師の教育の場が大学へと移行する傾向

が顕著です。看護専門学校の卒業生が希望すれば、大
学院保健学研究科へ優先的に進学できるような制度は
藤田学園にはありますでしょうか。もし、そのような
制度で大学院を修了した看護師が大学病院に就職すれ
ば、大学病院の看護の質の向上にもつながります。“大
学院保健学研究科への進学の道もある”というフレー
ズが、看護専門学校の学生募集において効果的と思い
ます。

森
教育にはできるだけ袋小路にならないようキャリア

アップの道が開いていることが望ましいと思っていま
す。本校でも毎年卒業生の概ね10％程度は進学や編入
学を志しています。看護職の役割拡大は今後も進んで

いくと思いますし、そのための研修体制等の十分な整
備は今後の学生確保に大いに影響すると考えています。
本校卒業後、藤田学園関連の病院では臨床経験を経

て大学院修士課程への進学や専門看護師、認定看護師
への道を推奨しているということを学生募集において
も効果的に活用したいと思います。

小島
大学病院に勤務する藤田卒業の看護師が大学院保健

学研究科への進学を希望した場合、それをサポートす
るシステムはありますか。

司 会：大学院保健学研究科への進学については、カズ
モスやリハビリテーション専門学校のほうからもご意
見がありそうですが、いかがですか。

兼田 道男（コンピュータ専門学校１回生：藤田学園同
窓会理事、カズモス同窓会会長）
藤田コンピュータ専門学校カズモスから短大医療情

報技術科へ、続いて大学医療科学部医療経営情報学科、
さらには大学院保健学研究科・医療経営情報学領域へ
と発展してきましたことは、私たちカズモス卒業生に
とりまして喜ばしいことです。カズモスや短期大学医
療情報技術科の卒業生が、社会人入試枠を利用して大
学院に進学することも可能になったわけです。そこで、
大学病院に勤務している卒業生が大学院への進学を希
望した場合、何らかの優遇措置を講じていただけるか
どうかお考えをお聞かせください。

横田 元実 （リハビリテーション専門学校２回生：藤田
学園同窓会理事）
医療科学部リハビリテーション学科との発展的統合

に伴い、リハビリテーション専門学校が閉校となって
早くも７年がたちました。その後、大学院保健学研究
科にリハビリテーション領域が加わって、私たちリハ
ビリテーション専門学校卒業生の研鑽の場が、母校に
開設されたことを嬉しく思っています。特に、来年度
から夜間開校されることもあって、今後は博士課程ま
での進学を考える療法士が増えてくると予想されます
が、いかがですか。

司 会：金田先生、お答えをお願い致します。

金田
その通りです。保健学研究科にリハビリテーション

学領域が開設され、この3年間で延べ、33名の療法士が

思索の場
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修士課程を修了しました。また、予定では、今年度ま
でにリハビリテーション専門学校卒業生の７名が博士
課程を修了します。本当に喜ばしい事です。保健学研
究科では、先ほどものべました様に、来年度から臨床
工学、医療経営情報学領域と急性期・周術期分野を昼
夜開講で開設します。学ぶ学生さんが学びやすい環境
として決定しました。お蔭さまで、９月にその一期生
となる学生募集を行いました。予想以上の多くの学生
さんに受験して頂き、現在53名の入学が決定しており
ます。これは、保健学研究科始まって以来の快挙です。
これを大きな飛躍の糧とし、今後、３年後を目指して、
保健学研究科内での博士課程開設の準備を進めます。
どうか、多くの卒業生の方々にこの事をお伝えくださ
い。宜しくお願い致します。

司 会：病院職員の大学院入学について、病院長のお立
場から何かご意見やご助言はおありでしょうか。

星長
現在、病院で活躍しておられる看護師さんや臨床工

学技士の先生方が、医療科学部の大学院に入学され、
病院で働きながら学ばれると言うことは素晴しいこと
と思います。病院長の立場で全面的に協力したいと考
えております。また医学部、医療科学部を持つ総合医
療系大学の病院長として、このアイデアが２年目に医
療科学部の先生方から提示された時に、私は本学が最
も諸条件が整っている施設であると考え、当時の小野
医学部長とともに賛成させて頂いた経緯があります。

■ 大学病院への期待 ■

司 会：次に、話題を教育病院あるいは診療に関連した
テーマに移します。

松山
第一ならびに第二教育病院の先生がたには、日ごろ

病診連携という点でたいへんお世話になっています。
後ろ盾となる母校の大学病院なしには、私たち開業医
の診療は成り立ちません。
また、母校の大学病院と卒業生の診療所の連携を高

めることは、地域医療の充実に役立つのみならず、藤
田学園創立50周年事業、特に新病棟建設において必ず
大きな力になるはずです。
今後ともより密接かつ良好な連携関係を望みます。

星長
病診連携は地域医療連携福祉相談部（浅井幹一部長）

に属する地域連携・がん相談支援室が中心となって推
進しております。ここには他に退院調整室、医療福
祉・心理相談室があり、スタッフとして医師２名（兼
任）、看護師３名、医療ソーシャルワーカー７名、臨床
心理士２名、事務員５名の合計19名が勤務しておりま
す。藤医会の先生方の診療所をはじめとする地域の医
療機関との連携により、患者さんの円滑な紹介・逆紹
介を目指しております。ご紹介会患者さんの外来予約
は電話あるいはFAXで受け付けさせて頂いており、本
年度は月平均1000件を超える予約を頂いております。
また、紹介して頂きました先生方へのお返事の管理

も行っており、本年度のご紹介に対する返答率は現在
のところ97.8％です。今後も地域連携・がん相談支援室
の機能をさらに充実させ、先生方のお役に立ちたいと
考えております。

芳野
病診連携は第二教育病院にとって極めて重要であり、

その整備に努めてきました。そのため、３名の専属ス
タッフから成る病診連携室を立ち上げています。直通
電話とFAXにて、診療・検査の予約、入院時のお知ら
せなどの業務により出来るだけ紹介医の方々の身近に
いるようにしています。特に、紹介医への返事の有無
は厳しくチェックをしています。
また、病診連携システム運営協議会、病診連携学術

講演会をそれぞれ年１回開催し、医師会の先生方と直
接話ができるようにしています。後者の学術講演会は
藤医会との共催で開催してきました。広報誌として
「ばんたねネットワーク」を年２回発行し、登録医の先
生方に配布して病院の状況をお知らせしています。登
録医数は807名、そのうち藤医会のメンバーは204名で
す。異なる職種から成る病診連携委員会を院内で毎月
開催し、現状の問題点、苦情などを解析し、紹介医の
皆さんからの注文に出来るだけ答えられるようにして
います。まだまだ十分とは言えませんがやさしく見守
って下さい。

吉川 英治 （衛生学部14回生：藤田学園同窓会理事）
自然と人に優しい環境造りという観点から一言申し

上げます。ホスピタル・ゾーンとして来訪者のかたが
困らないような親切な標識の必要性を感じています。
また、バリアフリー化や、ヒューマン・ゾーンとカ
ー・ゾーンの区別化なども、環境向上の一環として新
病棟建設の際には取り入れていただければ幸いです。
親切な表示とバリアフリー化により車いすの患者さん
も含めたくさんの方々に「獨創一理祈念館」を訪れて
いただいて、藤田学園の起源を知っていただければ嬉
しく思います。

沖田 洋治 （医学技術専門学院３回生：藤田学園同窓会
理事、医学技術専門学院同窓会会長）
私は名古屋大学と藤田学園を卒業して、41年間にわ

たり医療職として勤務してきましたが、８年前より患
者として藤田保健衛生大学病院などでお世話になって
います。そこで、患者の目には母校の第一教育病院が、
県内の総合病院と比較して果たしてどのように映るの
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か診療内容の詳細のわからない患者の視点で調査しま
した。名古屋大学医学部附属病院、愛知医科大学病院、
安城厚生病院、刈谷総合病院、八千代病院などと比較
した印象を報告します。
公共交通の便については、調査対象病院の中で藤田

保健衛生大学病院が最も良いと思われます。そして、
「総合案内」がわかりやすいところにあり、職員のかた
の対応が非常によい。素晴らしいことだと思います。
ただ、受付と会計のカウンターが狭い、そのうえ、そ
の後方が病棟と外来の患者が行き交う通路となってい
て混雑してしまいます。これは患者の数が多いことも
あり、やむを得ないのかも知れません。
私が申し上げるまでもなく、藤田保健衛生大学病院の
診療水準は最高レベルであることは間違いありません。
しかし、診療レベルがどの程度高いのかは患者には

よくわかりません。患者の視点ですぐわかるようなこ
と、例えば外来トイレの快適さや病室のアメニティー
については、すでにリニューアルを済ませたいくつか
の病院においてアドバンテージのあることは必然と思
われます。一方、藤田保健衛生大学病院もこの数年の
うちに待望の新病棟がオープンすることを、つい先日
の新聞紙上で知り、私は本当に嬉しく思いました。患
者の一人としましても、卒業生としましても、新しい
機能的な病棟の完成を楽しみにしています。おそらく
院内で働く卒業生を含む職員のみなさん全員が、その
完成を心待ちにしていらっしゃるのではないでしょう
か。なお、エレベーターについてですが、調査対象の
病院すべてにおいて混雑しており、遅いといった点で
不満足です。つまり、病院の超高層化は患者、ことに
私のように階段の昇降に少々無理のある患者に対して
ストレスを感じさせる大きな要因になると思います。
また、最近では、病院玄関入口まで屋根付きの立体

駐車場が増えており、玄関までの距離も短くなってい
るようです。これは近ければ近いほど患者にとって優
しい病院になると思われます。ご参考になれば幸いで
す。

■ 次の50年のための
グランドデザイン ■

司 会：確かに、皆さまがおっしゃるように良い学生を
集め、優れた医療従事者を育成し、教職員にとって働
きやすい職場環境を整え、そして患者さんには良好な
ホスピタリティーと最高の医療を提供すること、これ

はまさしく藤田学園のあるべき理想の姿です。
しかし、次の50年に向けてそれらをひとつずつ現実

のものとするためには、手をつける優先順位があるで
しょうし、当然のことながら費用もかかります。これ
らの点につきましては、理事長先生と統括事務局長の
清川さんにお伺いすればよろしいのでしょうか。よろ
しくお願い致します。

小野 雄一郎 （学校法人藤田学園 理事長）
新執行部は、巨額の資産損失という厳然たる事実を

踏まえて、学園に関連する経営実態の全体像を“オー
ル藤田”としてきちんと把握すること、学園を本来の
使命である教育・研究・診療重視の路線に復帰させる
こと、運営に関するガバナンスを確立すること、学内
の意見のボトムアップ・意識の共有と透明性を担保し
た運営を実現することなどをめざして取り組んでまい
りました。具体的には、４月からの数ヶ月間は、それ
までの財務状況調査結果の学内説明や、事務部門の体
制強化、法律・金融・会計・ICT等の専門家の導入、他
大学や行政、医師会、金融機関を含む関係諸機関・組
織への挨拶と情報交換、経営的諸課題への対応策の検
討等に取り組みました。
幸いにして６月からは財務・人事を含む事務分野の

ベテランの清川剛夫氏に統括事務局長として就任して
頂き、再建のテンポが大幅に増強されました。そして、
８月末の理事会では、５～10年後の学園の発展に向け
た設備投資に関する中期経営目標を提示することがで
きました。具体的には、大学病院の新病棟建設、電子
カルテを含むシステム更新、病棟・校舎の耐震工事、
既存病床のリフォーム、生涯教育研修センター２号館
建設をはじめ、30以上の細目が含まれています。特に、
巨額のマイナスの前に一時は5年先まで延期を考えてい
た悲願の新病棟を平成25年に着工予定とすることがで
きました。また、大学病院の放射線センター新設と医
療科学部5号館の耐震化は、今年度にすでに工事が開始
されています。大学病院の電子カルテシステムも平成
24年１月の更新に向けて準備が着実に進められていま
す。
しかし、当然のことながら、これらの設備投資は巨

額に達しますので、計画を実現するためには、今後相
当に厳しい設備投資予算の縮減および収支構造の改革
が必要不可欠です。学園では、この秋から収支改善委
員会を発足させて、学内構成組織や重点課題ごとにチ
ームを組織して、収支改善と設備投資の予算縮減に向
けた検討を始めています。しかし、学内を見ると、危
機意識と当事者意識が足りないと思われる状況もまだ
まだありますので、意識改革にむけた啓蒙と引き締め
策が必要と考えています。
そして、この10月22日の第32回藤田学園同窓会懇親

会の際にお話致しましたように、寄付金を重視して、
創立50周年記念事業に向けたキャンペーンを大々的に
実施します。以前に実施した50周年記念事業では、そ
れまでに頂いた寄付金10億円を生涯教育研修センター
１号館やアセンブリホールの建設費などの資金として
有意義に使わせて頂きました。今回の新たなキャンペ
ーンにより、新病棟建設をはじめとする諸事業をさら
に着実に前進させたいと考えております。つい先日、
新たな50周年記念事業寄付金のお申込を同窓会から頂



戴致しました。この場をお借りして心より御礼申し上
げます。
同窓会会員各位におかれましても、更なるご協力の

ほど是非とも宜しくお願い申し上げます。

清川 剛夫 （学校法人藤田学園法人本部 統括事務局長）
高リスクな金融商品の購入により、巨額な資金運用

損が発生し、藤田学園の諸先輩方が築き上げてきた資
産（財産）を失ったことは、非常に残念なことです。
しかし、藤田学園の成長の歩みを止めることはできま
せんし、萎縮する藤田学園であることは許されません。
先の８月理事会において、全理事・監事が現在の資

産（財務）状況と経営課題を確認・共有化し、経営基
盤の再構築を目指した中期経営（収支）改善目標とそ
の具体的方策を決定いたしました。この経営（収支）
改善は、藤田学園の５年後・10年後を見据えた設備投
資計画を着実に実行していく中で、その成果を確実に
出さなければなりませんが、幸いにも、藤田学園には
広く皆様方に愛され評価されてきた病院・大学・専門
学校があり、教育／研究／医療人材と、その現場から
新たな資産を生みだす強靭さがあります。
藤田学園諸先輩方・同窓会の皆様方のご支援をいた

だき、必ず、藤田学園の成長・発展の礎になる経営基
盤を再構築すると、決意を新たにしております。

司 会：有り難うございました。

■ 母校と卒業生それぞれが
お互いに望むこと ■

司 会：さて、ここまでお話を伺いまして、母校とその
卒業生は共存共栄の間柄にあるということを改めて実
感致しました。母校が発展すれば私たち卒業生はそれ
を誇りに思いますし、私たちが活躍すれば母校の良い
評判につながります。
そこで、懇談会の最後のテーマとして、母校と同窓会
の関係について皆さんのご意見を伺いたいと思います。

浅野 妙子 （短期大学２回生：藤田学園同窓会理事）
私たちのように「発展的統合」という名のもとに閉

校となった学校の卒業生はやはり寂しさをぬぐえませ
ん。その気持ちを補うものは藤田学園が発展すること
以外にあり得ません。藤田学園全体が繁栄すれば、旧
短大出身者としてもそれを素直に嬉しく思います。そ

して、少なくとも卒業生が子弟に進学を勧めたくなる
母校であり続けて欲しいと、私は期待しています。
一方、藤田学園は、同窓会や私たち卒業生に対して、

どのようなことを期待されているのでしょうか、お教
えください。

黒澤
私は、本年４月に学長に任命されましてから、すで

に十大学程度の学長や理事長とお会いして話し合う機
会を持ちました。その中で、藤田学園が非常にユニー
クな大学だと思われていること、そして卒業生を含め
て評価が決して低くないこと、大学病院で行われてい
る診療は評判が良く、また大学で行われている研究は
その水準の高さが羨まれている程度に高く評価されて
いること、などのご意見を印象深く伺いました。
そしてどの大学でも、私立大学の場合は、卒業生を

中心として組織された同窓会を非常に大切にしており、
大学によっては全国的に強い同窓会組織が作られ、そ
の同窓会へのあいさつ回りで学長は夏休み中を使って、
全国を飛び回っているとのことでした。「私立大学にと
って最も信頼できて頼れるのは同窓会だ」と言い切る
学長もいました。そこまで言い切るには、大学と同窓
会の間に強い相互信頼関係を築く必要があります。ま
た相互互恵関係がある必要もあります。「大学が同窓会
と信頼関係を築くのは学長の役割だよ」とも言われま
した。私の場合学長になって間もなく半年になろうと
しており、学長の果たすべき役割が少しずつ理解でき
るようになってきた段階です。今までは、私の方から
一方的な発信をする機会しかありませんでした。今後、
様々な機会をとらえては率直な意見交換をする場を設
定し、またこちらから出かけて行き、皆さんが藤田保
健衛生大学出身であって良かった、これからも藤田保
健衛生大学を応援してゆきたいと思っていただける真
に強力な大学と同窓会の信頼関係を作ることに少しで
も貢献できればと思っております。

松山
医学部同窓会（藤医会）では全国に設置されました藤

医会支部との連携をはかるため、役員が交代で各支部
の集会に参加しています。地方の卒業生の皆さんに母
校の新鮮な情報をお知らせする事は重要と考えていま
すし、顔と顔を合わせて初めて分かり合えることもあ
ります。
そこで、ご多忙とは存じますが、支部の集会などに

医学部長の辻先生にも可能な範囲でご同行いただくこ
とはできませんでしょうか。私たちの同窓会活動の意
義が高まりますし、母校の幹部のかたがたによる卒業
生への積極的なアプローチは、50周年記念事業のため
にもプラスに働くと思います。よろしくお願い致しま
す。

辻
松山先生は全国の同窓会支部の組織化と連携にご尽

力されておられます。そのため非常にお忙しい診療の
合間をぬって支部集会に参加されておられると伺って
おります。
私が支部会集会に参加することで松山先生が行われ

ている同窓会活動の意義を高めると言って頂けますな
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ら、喜んで同行させて頂きます。私自身は地方の本学
出身の先生方に積極的にアプローチし、50周年記念事
業などの情報をご提供したいと思っております。
また、広報活動の一貫として教育に関する情報提供

も行いたいと考えております。そこで、松井教務委員
長にも出来るだけ同行して頂く予定です。

近松
私も松山先生と同じ考え方で同窓会を運営していま

す。母校とは常によい連携を保ち、感謝と愛情を持っ
て接したい。同窓会は母校の一番の理解者であり支援
者でありたい。
ただし、時には横から意見を申し上げることもあり

ます。しかし、それは批判などではなく、母校への強
い愛着心と藤田の卒業生である自負からの発言である
ことを、学園幹部のかたがたにはご理解いただきたい
と思います。
一方、母校が困難な状況の中から執行部を一新して、

次の50年のための新しいスタートを切った今、同窓生
の皆さんには卒業生としてできることは何なのかをぜ
ひこの機会に考えていただきたい。もちろん、できる
ことはお一人おひとり違うでしょうが、母校の危機に
あたっては各々が可能な方法を用いて救いの手を差し
伸べてください。皆さんの後進のためにもサポートを
よろしくお願い致します。

司 会：参加者の皆さまより、異なるお立場から様々な
示唆に富んだご意見をたくさん聞かせていただきまし
た。お陰様をもちましてたいへん有意義な懇談会にな
りました。
それでは最後に、今回の懇談会の総括を藤田学園理事
長の小野先生にお願いしたいと思います。よろしくお
願い致します。

小野
これまで、学園の幹部と同窓会役員による、今回の

ような率直な意見交換の機会はなかったと思います。
学園でも、教員と職員の幹部が一堂に会して収支改善
や将来ビジョンに向けて議論する機会が、初めて持た
れたばかりです。学園の直面する未曽有の事態に直面
して執行部が一変し、オープンな議論や関係者による
知恵の集約と結束が学園内外を問わず求められている
状況ですので、このような企画は大いに歓迎したいと
思います。
今回の意見交換のうち、藤田学園の現在と未来、大

学病院の現状と将来構想、教育機関としての役割等を
話題とした箇所では、建学および病院の理念の意義深
さ、本業である教育・研究・診療を重視することの大
切さ、プロの医療人教育堅持やリサーチ・マインド育
成の重要性、新たなキャリア形成の展望などが語られ、
各部署の責任者が本学園の歴史と現状を踏まえて今後
の展望を発言する良い機会にもなりました。現執行部
の問題意識と熱意や切迫感を同窓会の皆様へ伝達でき
れば幸いと思います。また、同窓会の諸氏からは、人
材育成に向けた教育の強化、受験生を獲得できる大学
づくり、病診連携推進、支部集会への参加協力要請を
含め、多様なご意見・ご要望を頂きました。今後の学
園の発展に向けて、頂いた内容を生かせるように努力

したいと考えております。
なお、本懇談会のテーマのひとつに「次の50年のた

めのグランドデザイン」が挙げられていますが、執行
部はこの間、当面する問題や比較的短いスコープの課
題の処理に時間を費やさざるを得ず、現時点では５～
10年後の学園の設備投資を念頭に置いた中期経営目標
を提示するにとどまっております。日本国自体の将来
を含めて全く予測不能な50年先を議論することの妥当
性には懐疑的な意見が出そうですが、我々執行部の判
断が将来に具体的な影響を及ぼしうる借金の最長期間
である30年くらい先までは、責任上考慮しておかない
といけないように感じます。学園ではこの10月に、人
事コンサルタント会社の協力のもと、理事・各部署の
幹部の参加による学園の将来ビジョンに関するワーク
ショップを行い、学園の歴史や現状に関する意識の共
有化を図るとともに、将来の夢についての討議を行っ
たばかりです。私は、20～30年後の大学像を念頭にお
きながら10年後の大学のビジョンを形成していきたい
と考えております。
最後に、今回、大変タイムリーな懇談会を企画して

下さった近松会長、丸田先生をはじめとする同窓会役
員各位に再度御礼を申し上げます。また、｢同窓会は母
校の一番の理解者であり支援者でありたい。｣との近松
会長のお言葉は、学園執行部にとって何よりの励まし
であります。我々は今後も学園の再生と発展のために
全力で邁進したいと考えております。
同窓会の皆様のご支援を心よりお願い申し上げます。

司 会：ありがとうございました。それでは、これをも
ちまして懇談会を終了致します。

敬称略
平成23年11月8日

和気あいあいの懇親会
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平成22年度 国家試験合格率
本学（合格者数）全国平均

【医師】
医学部　新卒 ９９.０％（９６） ９２.２％

既卒 ５７.９％（１１） ６０.２％
計 ９２.２％（１０７） ８９.３％

【臨床検査技師】
医療科学部 ９７.４％（７６） ６７.０％
【看護師・保健師】
医療科学部
【看護学科】保健師 ９３.９％（４６） ８６.３％
【看護学科】看護師 １００.０％（４５） ９１.８％
看護専門学校
【看護科】看護師 １００.０％（３５） ９１.８％
【診療放射線技師】
医療科学部
【放射線学科】 ９７.８％（４５） ７１.１％
【理学療法士・作業療法士】
医療科学部
【リハビリテーション学科】
理学療法士 ９７.９％（４６） ７４.３％
【リハビリテーション学科】
作業療法士 １００％（４３） ７１.０％
【診療情報管理士】※（財）日本病院会認定資格
医療科学部
【医療経営情報学科】 １００％（１６） ５１.６％

学園祭実行委員長　
医療科学部３年 金森　祐貴

今年の学園祭は、FUJITA FESTIVAL 2011～We
are the one～をテーマに学部・学科の生徒が一つとな
り、病院の患者様や地域の方々が一人でも多く参加し
ていただくため、日頃学園生活で学んだことなどを生
かし、より多くの方々に楽しんでいただき、少しでも
元気を与えられるよう企画・運営をして参りました。
お楽しみいただけたでしょうか。
今年は、天候が思わしくなく、ここ数年では異例の

雨日程で運営を行いましたが、私どもと各セクション
スタッフ、そして教員の方々が一丸となり、皆様のご
協力を受けることによって大成功へと至りました。そ
して当日３日間会場は大変な盛り上がりを見せ、大き
な事故もなく無事終えることができました。
私たち学園祭実行委員会一同はより良い学園祭を成

功させるため、約８ヶ月間話し合いを重ねてきました。
学園祭を盛り上げたいという目標に向かい真剣に考え
るからこそ、意見がまとまらず戸惑うこともありまし
た。しかし、お互いを理解しあい「We are the one」と
いうテーマに向かい一致団結することで、このように
無事に学園祭を終えることができました。同時に、学
園祭を終えて課題が見つかり、次年度改善していきま
す。
私自身、実行委員長という職を任せていただいたこ

とで、集団をまとめる難しさなど多くのことを学び、
非常に貴重な経験となりました。
最後になりましたが、実行委員会を代表して守衛の

方々、施設部の方々、指導をしていただいた先生方、
学園関係の方々、スタッフの学生さん、そしてご来場
の方々にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。
本当にありがとうございました。

（左側）実行委員長　金森祐貴、（中央）総務　伊藤慶、（右側）総務　小高泰鉱

学園祭

平成23年度 新入学生
医学部 医学科 １１０名
医療科学部 臨床検査学科 ９９名

看護学科 １０５名
同　　編入学 １名

放射線学科 ６４名
リハビリテーション学科
理学療法学科 ６６名
作業療法学科 ５２名
臨床工学科 ５０名
医療経営情報学科 ４３名

看護専門学校 ４０名
新入学生総数 ６３０名

大学院医学研究科 ３２名
大学院保健学研究科 １２名

学園祭を終えて
～We are the one～



医療の偏在が問われる今、社会からのニーズとして
「安全で安心な医療」「患者さんに満足していただける
医療」の提供が求められています。
これらのニーズは当然のことではありますが、医療

人を養成している私達の大学にも向けられています。
養成している学生のアウトカムを明確に示すことも

求めれています。「医療人としての責任感」「チーム医
療」「コミュニケーション能力」「総合的診療能力」「自
己研鑽」「医学研究への志向」「地域医療」「患者中心の
視点」などが挙げられます。
これらは医学部だけでなく医療科学部、看護専門学

校でも同様と思われます。これらのアウトカムは卒前
の医療人教育の中、私達が持っているカリキュラムの
中だけで得られるものではなく、生涯にわたり学習し
続ける必要があるものです。大学の一、二年それはま
さにこれらの基盤を作り上げる時期にあたります。学
生・教員が共に活動する場、大変貴重な時間がここに

あります。アセンブリです。
アセンブリの改革を少しづつではありますが行って

きており、学生・教員ともに少しずつその認識を変え
てきてくれているものと思われますが、藤田学園、創
立50周年に向け、この貴重な時間を本当に、私達が求
めるゴールに向かい有効に用いているか、建学の理念
に照らし合わせて方向を正さなければいけない点があ
るかなどの議論を始める時期にきているものと思われ
ます。
胸をはって、「私達の教育の基盤としてアセンブリが

あります。」といえるようなアセンブリを創り上げてゆ
くのは、私達の後に続き、藤田学園の”かんばん“を
背負ってゆく後輩のためにも必要なことと思われます。
50周年からは第二世代のアセンブリとしてより充実

した時間を送れるように今から準備をはじめる必要が
あります。

「いこいの広場
コンサート」は平
成23年１月15日で
第85回を迎え、平
成22年度の全活動
を終了した。学生
が学内からいなく
なり、2000人ホー

ルから椅子を200脚運び入れ会場を設営するという作業
ができなくなる夏休みの８月と冬休みの２月･３月を除
き、毎月第２土曜日を中心に、月一度のコンサートを
開いてきた。
今期特筆すべきことは、10月30日の第５土曜日に

「いこいの広場コンサート・スペシャル」と名づけて、
海の向こうアルゼンチンから現役バリバリの著名音楽
家６名とわが国を代表するタンゴ歌手で世界的な名声
を持つ冴木杏奈さんを出演者として迎えられたことだ。
こうしたことが開催できたのは、本学医学部４回卒

業生の現在東海市でカコメディカルライフクリニック

を開業中の加古惠子さんのご尽力によるものであった。
ここに記して心より感謝と御礼申し上げる。
さて「いこいの広場コンサート」は、週末の土曜日

の午後、藤田保健衛生大学病院ロビーにおいて入院患
者、外来患者、一般市民、学内の教職員、学生に対し、
毎月１～２回の院内コンサートを開いている。音楽を
聴くことにより心と体が癒される。サロンコンサート
風に、インタビューを交えながらの60分ほどのコンサ
ートである。参加した人たちの快適な療養環境、ＱＯ
Ｌの向上に少しでも役に立つことができればと考え、
会を企画している。
平成22年度は10回の公演、出演者346名、ボランティ

アスタッフ182名。第１回から85回までに出演者計1,966
名、ボランティアスタッフ計1,405名が参加してくれた。
「いこいの広場コンサート」の出演者は、すべてボラン
ティアで無料出演していただいている。わが藤田学園
からは本年も病院薬剤部所属の矢野裕章さんのマジッ
ク、アセンブリ活動の中から大橋鉱二先生率いるアセ
ンブリフォークギター＆フォークソング班、看護師の
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いこいの広場コンサート
平成22年度の活動を
振り返って

医療科学部　教授
（音楽療法）

松田真谷子

アセンブリの改善に向けて
アセンブリ委員長
医学部　臨床医学総論 松井　俊和
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名古屋保健衛生大学衛生学部衛生
技術学科の同窓会を開催した。地元
名古屋での卒後30周年ぶりの再会で
あり、北は青森、南は九州・沖縄ま
で、総参加人数61名での開催であっ
た。参加に関しては、連絡が取れな
い同級生や、参加希望であるがどう
しても都合がつかない同級生もいた
が、当時の在籍数約140名の中、約
半数の参加者があったことは喜ばし
い限りである。
当日は卒業アルバムから作成した

顔写真入りの名札を配布した。30年
の変化に歓声があがり、全く面影が
なくなった友人たちの変化に時の流
れを感じた。卒業生同士で結婚した
のが４組、今でも独身を貫くものや、
もう孫がいるものがいて、近況報告
では爆笑の連続であり楽しいひと時
であった。

会場内では大学在学中や卒後の状
況をスライドに映写することに加え
て、忘れてはいけないこととして、
藤田総長を初めとする諸先生方、ま
た、若くして先立った同級生（故人）
への黙祷を行った。

締めくくりとして、10年後の卒後
40周年同窓会は還暦を超えるが、同
級生が欠けることのない同窓会の開
催を祈願して閉会した。

（文責　池山）

同窓会報告

日　時：平成23年9月24日
場　所：キャッスルプラザ　3階
参加者：61名

名古屋保健衛生大学
衛生学部 衛生技術学科11回生

中から篠笛・民謡太鼓の竹林山水の会、学生からサッ
クス同好会のTwilight Stars Joint With Wannabies、藤
田学園混声合唱団のコール・フロッシュライン、オー
ケストラのフジタ・ヘルス・ユニバーシティー・フィ
ルハーモニカーの６グループが出演してくれた。
今後も多くのみなさまからの出演申し込みとボラン

ティアのみなさまのご協力をいただき、患者さまやそ
のご家族の方々の心を癒していけるようなコンサート
を続けていきたいと考えている。
みなさまどうぞ土曜日の午後、病院ロビーにお出か

け下さい。楽しいプログラムを用意してお
待ちしています。
この稿の最後に書いておきたいことがあ

ります。
それは「藤田学園同窓会」と「ユリカ株

式会社」が、「いこいの広場コンサート」の
開催に関して、立ち上げの最初から一貫し
て年間120,000円の補助をし、後援を続けて
いて下さることです。このこと本当に感謝
しています。
ここにそのことを皆様にご報告し、感謝

の意を表します。
次に平成22年度《開催実績》を記載する。
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藤田学園同窓会会員の皆様には、いかがお
過ごしでしょうか。全国の職場では、たくさ
んの藤田学園同窓生がご活躍のことと存じま
す。ところが、年齢が離れ、さらに職種が異
なりますと、なかなか藤田学園同窓生として
知り合う機会は意外に少ないのではないかと
想像いたしております。
そこで、同窓会からの提案です。皆様の都
道府県単位で、同窓会支部を立ち上げません
か？同窓会支部活動を通じて、世代と職場の
垣根を越えた親睦を深めることができれば、
お互いの情報交換のみならず、母校の旧知を
訪ね、新しきを知る上で、大いに役立つので
はないでしょうか。
つきましては、同窓会支部の設立に際し、

わずかばかりではありますが支援をいたしま
す。支部設立を計画している幹事さんは、申
込書をHPからダウンロードし、必要事項を
記入し、必要書類を添付し、同窓会宛にお申
込みください。
また、過去に設立・活動していたが、最近
は活動休止状態である支部の再活動に際して
も支援を行いますので、同様にお申し込みく
ださい。
１．支援の内容
１) 支部設立費

金100,000円を上限とし、設立時の
支部規模に応じて調整します。
２) 案内状を発送するための「宛名シール」
２．支部設立のための手続き
１）支部設立趣意書※（様式自由、発起人
5名の署名と捺印）
２）支部会則※（ご連絡いただければ、簡
単な会則の見本を差し上げます。）
３）支部会員名簿※
４）支部懇親会等行事企画書
３．支部設立後に提出する書類
１）支部設立援助金領収書※
２）「あけぼの杉」への投稿記事※（400～

600字）
３）支部設立式および設立記念懇親会など
の集合写真
※ は必須

４．申込み先
〒470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪　

1番地98
藤田学園同窓会　宛
Tel & Fax：0562-93-5674

藤田学園同窓会では学校法人藤田学園キャ
リア支援課と連携し、本学学生と卒業生（同
窓会会員）を対象に就職活動支援を行ってお
ります。厳しい経済状況の中でのご採用計画
も大変ご苦労の多いことと存じますが、何卒
本学学生と卒業生のご採用を宜しくお願い申
し上げます。
1．｢求人申込書｣について
求人の申し込みは、本学所定の｢求人申込

書｣をご利用いただくか、貴施設で作成され
ました｢求人票｣でも結構ですので、ご送付頂

藤田学園同窓会では、卒業後10年、20年、
30年、40年を迎える同窓会の企画に対して、
わずかばかりですが支援をいたします。同窓
会を計画している幹事さんは、申込書を同窓
会HPよりダウンロードし、必要事項を記入
し、必要書類を添付し、同窓会宛にお申込み
ください。
１．支援の内容
１) 運営費として 上限100,000円（参加人
数・企画規模に応じて調整します）
２) 案内状を発送するための「宛名シール」
２．申込書に添付する書類
１）周年記念同窓会企画書
①出身学校、学部、学科、専攻、回生

（卒業年）、幹事名（主、副）
②同窓会名（例：医学部○○回生 卒

後10周年記念懇親会）
③開催日時、開催場所（会場名、住所、

電話番号など）
④予定参加者人数
など、同窓会の概略が分かるように作

成してください。
３．同窓会後に提出する書類
１）「あけぼの杉」への投稿記事（必須、

400～600字）
２）周年記念同窓会の集合写真
３）周年記念同窓会の領収書コピー

４．申込み先
〒470-1192
愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98
藤田学園同窓会　宛
Tel & Fax：0562-93-5674

藤田学園同窓会では東日本大震災に際し、
日本赤十字社を通じて義援金を供出いたしま
した。さらに、被災された個々の同窓生のご
要望にも対応させていただきます。是非お問
い合わせください。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りする
とともに、被災された方々の一日も早い復興
を祈念いたします。

問合せ先： 藤田学園同窓会
〒470-1192 愛知県豊明市沓掛町

田楽ヶ窪1番地98
Tel ＆ Fax：0562-93-5674
e-mail：dosokai@fujita-hu.ac.jp

平成23年3月

藤田学園同窓会
E-mail：dosokai@fujita-hu.ac.jp
電　話 0562-93-5674（直通）
FAX番号 0562-93-5674

学校法人藤田学園　キャリア支援課
E-mail：shushoku@fujita-hu.ac.jp
電　話 0562-93-2514・9480（直通）
FAX番号 0562-93-7211

藤田学園同窓会では、会員相互の親睦や扶
助に関する企画に対して、わずかばかりです
が支援をいたします。学会などにおける懇親
会を計画している幹事さんは、申込書を同窓
会HPよりダウンロードし、必要事項を記入
し、必要書類を添付し、同窓会宛にお申込み
ください。

１．支援の内容
１) 運営費として 上限100,000円（参加人
数・企画規模に応じて調整します）
２) 案内状を発送するための「宛名シール」
２．申込書に添付する書類
１）会員相互の親睦や扶助に関する企画書

学会などにおける
懇親会を支援します!

ご採用のお願い

同窓会幹事の皆さんへ
周年記念同窓会を応援
します！

同窓会会員の皆様へ
都道府県支部を設立
しませんか！

①幹事名（主、副）、出身学校、学部、
学科、専攻、回生（卒業年）
②企画名（例：○○学会「藤田学園同窓生
懇親会」）
③開催日時、開催場所（会場名、住所、電
話番号など）
④予定参加者人数
など、懇親会などの概略が分かるように作
成してください。
３．企画開催後に提出する書類
１）「あけぼの杉」への投稿記事（必須、

600字以内）
２）懇親会などの集合写真
３）企画の領収書コピー
４．申込み先
〒470-1192
愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98
藤田学園同窓会　宛
Tel & Fax：0562-93-5674

東日本大震災で被災
された同窓生の皆様へ

ければ幸いです。
※ E-mailあるいはFAXにてお申し込みい

ただければ、医療科学部と看護専門学校の紹
介を載せたパンフレットとともに至急郵送さ
せていただきます。
※ 必ず貴施設名(団体名)・所在地・電話番
号・ご担当部署名・ご担当者名及び求人申込
書希望の旨を明記して下さい。
※ 本学所定の書式は、HPからプリントア

ウトしてご利用下さい。(Excelファイル)
◎病医院、検査・健診センタ－様　本学所
定の｢求人申込書｣ 
◎企業、研究所様　本学所定の｢求人申込

書｣  
2．｢施設見学・説明会案内｣について
本学所定の様式はございませんので、貴施
設作成のものをご送付下さい。なお、掲示ス
ペ－スの関係上、様式はA4判でお願い申し
上げます。
3．｢貴施設資料｣について
貴施設カタログ・パンフレット等、資料が
ございましたら、1部｢求人申込書｣とともに
ご送付下さいますようお願い申し上げます。
4．｢採用内定｣について
採用内定のご通知は、本人とキャリア支援
課宛に文書でお送り下さいますようお願い申
し上げます。

就職に関するご連絡は、求人、求職を問わ
ず、全て下記（同窓会またはキャリア支援課）
にお願いいたします。

〒470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪
１番地９８

受付時間 月～金曜日 8時45分～17時
土曜日 8時45分～12時30分

休 業 日 日曜・祝祭日・学園指定の休日
（6月11日、10月10日）

冬季休業日（12月29日～1月3日）
※キャリア支援課は医療科学部８号館
１階です。
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今年度の藤田学園の変革は、藤医会にとって今まで以
上に「学園の応援団」であるという一致団結した姿勢が
必要になりました。藤田学園に対する様々な風評を払拭
し、現状を全国会員の先生方に正しくご理解頂く信頼関
係は、藤医会機関誌による現状報告だけでなく、支部を
訪問し直接顔を合わせることで初めて成立するといって
も過言ではありません。藤医会では、名古屋支部、愛知
県全体の支部との交流は勿論、８月：奈良県支部、９
月：東三河支部、10月：佐賀県支部を訪問させて頂き、
交流を深めて参りました。一方、今年の医学部国家試験
では、新卒97名中96名（99％）が合格し、全国80校
中3位、全体でも116名中107名（92.2%）が合格し、
全国25位の優秀な成績でした。この好成績は、大学の状
況を報告する際に大変心強く、特に遠く大学から離れて
頑張っておられる先生方に心温まる報告ができたと思い
ます。そして、今年新たに藤井直子先生（4回生）・堀
口明彦先生（7回生）の2名の教授が誕生しました。これ
で平成23年7月1日現在、教授14名（講座教授3名・講
座内・寄附講座教授10名）、准教授25名、講師83名の
卒業生が学内で頑張っておられることになります。その
中で、藤田学園理事、第一教育病院副院長、医学部教務
委員長に卒業生が名を連ねていることは大変心強く、現
在全力で「ｵｰﾙ藤田」という気持ちで学園再生に取り組ん
でおられます。藤医会も、平成23年度は卒業生数3420
名、学生会員675名、同窓会員総数4095名の団体に育
ってまいりました。今年は、我々が今まで以上に自分た
ちも襟を正し、学園に対して正しくものを言える同窓会
に成長していく起点の年であったと思います。今後もで
きる限り、全国の支部を訪問し、現状を報告して藤田ら
しい心の繋がった活動を続けてまいりたいと思います。
卒業生の先生方におかれましては、引き続き熱くご指

導賜りますようお願い申し上げます。

医療科学部部会では、藤田学園同窓会を全面的にバッ
クアップしています。
本年度の主な活動状況は以下のようです。

１．新卒業生、既卒者および学生名簿の管理
新卒業生の勤務先および新住所の記載入力、既卒者の

住所や勤務先の変更など、藤田学園同窓会の名簿委員会
と協力して行っています。
同級会開催の予定がありましたら、名簿、宛名タック

シールなどを印刷し、提供いたします。ぜひ、お知らせ
下さい。

２．新卒業生への卒業記念品の贈呈
毎年、新卒業生に卒業を祝って印鑑付ボールペンを贈

っています。今回も、好きな字体で注文できるように、
工夫しました。

３．卒業生による在学生のための講演会
臨床検査学科在学生のための卒業生による講演会を開

催しました。また、今回は、看護学科においても講演会
が開催されました。先輩達の活躍を聞いて、勉学の励み
となる事でしょう。

４．タイ国コンケン大学医療科学部と本学医療科学部の
国際交流の賛助を行いました。

５．総会の開催
平成23年10月21日（金）18時30分より豊明市内

「高砂殿」にて平成22年度の総会・懇親会を開催しまし
た。新会長に衛生技術学科14回生山内理充氏が選出され、
就任いたしました。
多数の卒業生の方々に出席していただきました。お礼

申し上げます。

医療科学部

● 第61回日本医学検査学会

日　時　平成24年６月９（土）～10日（日）
会　場　三重県総合文化センター／メッセウイン

グ・みえ
主　催　社団法人　日本臨床衛生検査技師会
担　当　社団法人　三重県臨床検査技師会
学会長　小林圭二（遠山病院　三重県臨床検査技

師会会長、本学短大７回生）
副会長　山本幸治（済生会松坂総合病院　三重県　

臨床検査技師会副会長）
メインテーマ　～命の重み・重なる技術・重ねる

想い～
サブテーマ　匠の技伝承と社会貢献をめざして
特別講演　「オーダーメイド医療と臨床検査、

そして検査室」
登　勉（三重大学大学院医学研究科医学部長）
その他　特別フォーラム、教育講演、学会長講演、

シンポジウム、パネルディスカッション、

医学部部会（藤医会）

同窓会各部会お知らせ

平成24年度　母校近辺で開かれる臨床検査の学会
臨床検査に関わる卒業生の皆様、ご都合がつきましたら万障お繰り合わせてご参加下さい。学会の折には、クラス同窓会などを
開いては如何でしょうか。また、久しぶりの母校にもぜひ足をお運び下さい。

● 第７回日本臨床検査学教育学会

日　時　平成24年８月22（水）～24日（金）
会　場　名古屋国際会議場
主　催　一般社団法人　日本臨床検査学教育協議

会
後　援　文部科学省、厚生労働省、中部臨床検査

技師会（予定）
大会長　寺平良治（藤田保健衛生大学副医療科学

部長、本学短大３回生）
副会長　涌澤伸也（名古屋大学） 奥村伸生（信

州大学）
テーマ　新しい臨床検査技師教育の創成に向けて
サブテーマ　教育・研究の検証
特別講演　「感染症と癌に対して抗体を如何に役

立たせるか」
黒澤良和（藤田保健衛生大学学長）

● 第13回愛知県医学検査学会

日　時　平成24年５月27日（日）
会　場　名古屋市立大学
主　催　社団法人　愛知県臨床衛生検査技師会
学会長　脇本幸夫（名古屋市立大学病院、本学衛

生学部８回生）
副会長　福田隆広（中部労災病院）
メインテーマ　基礎からの出発
サブテーマ　　‐問われる今・求められる質‐
内　容　特別公開講演、公開シンポジウム、ラン

チョンセミナー、一般口演他

ランチョンセミナー　「循環器バイオマーカー
Up-to-date」

石井潤一（藤田保健衛生大学医学部教授・　
大学病院臨床検査部長）

その他　教育講演、シンポジウム、パネルディス
カッション、一般口演他

教育カンファレンス、一般口演、機器試
薬展示、国際交流フォーラム他
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藤田保健衛生大学短期大学部会では、一昨年、閉校式、
閉校記念パーティー及び記念誌発行を行なったため、今
年度は大きな部会活動はありませんでした。しかし、そ
の中で藤田学園同窓会定款の変更に伴い、９月３日に臨
時総会を開催し、藤田学園同窓会代議員14名、理事候
補者４名を承認し、藤田学園同窓会に上申しました。
また、10月15日には短期大学同窓会総会を開催し、

新会長に３回生の瀬川善樹氏を満場一致で可決し、就任
していただきました。
新会長の就任挨拶文は、短期大学同窓会ホームページ

に掲載されていますのでご覧下さい。尚、前会長の坂田
実氏（２回生）におかれましては、平成11年10月より
12年間の長きにわたり、短期大学同窓会、藤田学園同
窓会でご活躍頂き、両同窓会の発展のためにご尽力を賜
りました。同窓生一同、心より感謝申し上げます。今後
は、代議員のメンバーとしてご協力を賜ることになって
おります。
10月15日の総会では、以下の事項が審議、承認され

ましたので報告致します。

１．平成22年度活動・会計報告
２．平成22年度会計監査報告
３．平成23年度予算
４．平成23年度新役員

看護専門学校部会では、藤田学園同窓会を全面的にバ
ックアップしております。主な活動内容は次の通りです。

新卒業生、既卒者及び学生名簿の管理を藤田学園同窓
会名簿委員会と協力して行っております。（住所変更、勤
務先変更の際は是非お知らせください。）
また、藤田学園同窓会奨学基金への資金援助や新卒業

生への卒業記念品贈呈、教育教材寄贈などです。
三年課程はこの春に９回生、35名が卒業し、そのうち

の大半が現在大学病院で勤務しています。そして早くも
第12回の新入生を迎えました。
看護専門学校では、図書室の充実化が図られておりま

す。同窓生の図書の利用も歓迎しております。是非ご利
用ください。
卒業生の動向について同窓生にお知らせしたいと思い

ます。同窓会等を行われた際には、是非お知らせくださ
い。あけぼの杉に掲載したいと思います。
よろしく、お願いいたします。

看護専門学校

今、旧アセンブリホール跡地に新放射線棟（低侵襲画像診断・放射線治療センター）が建設中です。まだ、白い高い塀
に囲まれて、何も見えませんが、巨大なクレーンを目の当たりにしますと、新放射線棟の完成が非常に楽しみです。また、
新病棟、生涯教育研修センター２号館などの建設が予定されており、藤田学園全体がますます充実してまいりました。
さて、平成23年3月の卒業生数が432名で、同窓会員数は延べ25,959名になりました。一方で、住所不明者数の合

計は4,233名で、全会員数の17.3％です。名簿委員会としては、各学年の幹事の方々に、10年、20年の節目の年に当
たるクラス会などの行事を利用して、同窓生名簿の調査・訂正をお願いしております。しかしながら、一旦郵便物が届か
なくなりますと、なかなか新住所が判明することがなく数年が経過することとなります。その結果、住所不明者数が累積
することとなります。もし、会報が届いていないという同窓生がお近くにいらっしゃいましたら、同窓会ホームページよ
り変更届をダウンロードしていただき、ご記入の上、下記の事務局までメール「dosokai@fujita-hu.ac.jp」或いはファ
ックス又は郵送して下さい。皆様のご協力をお願いいたします。
藤田学園同窓会では「株式会社サラト」に委託して、名簿管理および名簿発行を行っておりますが、同窓会とは全く関

係のない名簿業者が同窓会の名前を全面に出したり、あたかも同窓会の委託を受けているかのように装い、会員の皆様の
個人情報を収集し、高額な名簿を売りつけ、DM関連業者に情報を提供する事件が後を絶ちません。くれぐれも用心して
いただくようお願いいたします。関連して、名簿発刊作業のための調査の際に、個人情報保護の観点から様々なご意見と
ご提案をいただいております。これらのご意見・ご提案を真摯に受け止め、会員の皆様はもちろん、ご家族様また職場の
方々に迷惑の掛かることのないよう、「藤田学園同窓会個人情報保護規程」に基づき、細心の注意を払い、名簿管理を行い
たいと存じます。懐かしい顔の見える同窓会名簿の管理と発行を目指しております。皆様のご協力をお願いいたします。
次回の名簿の発行は2013年です。

名　簿

藤田保健衛生大学医療科学部リハ学科ではリハビリ専門学校の卒業生やリハ学科の卒業生をはじめ、他校卒業生や他職
種を対象とした、卒後研修会を行っています。藤田学園でかわらず行われてきた「知識・技術・態度」に対する学びの補
完の場として、最新あるいは普遍性の高い知識や技術の提供の場として、系統的な卒後研修を行っています。臨床動作分
析講習会、FIM講習会、管理・マネージメント研修など幅広い内容を企画しています。職場の皆様と参加してみてはいか
がでしょうか。詳細は藤田保健衛生大学医療科学部卒後研修会のHPをご覧下さい。

リハビリ専門

短期大学

連絡先:藤田保健衛生大学看護専門学校事務局
（電話：0562-93-2593、
FAX：0562-93-9394）

〒470-1192
愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98
藤田学園同窓会事務局
藤田学園同窓会名簿委員会
電話・ファックス：0562-93-5674  e-mail：dosokai@fujita-hu.ac.jp
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に選出法を一任することが提案された。
（２）定款第7条3項において「代議員の数は、部会の会員数が500名ま

での部会は1名とし、500名を超える毎に1名を追加する。」とあるが、500
人に満たない部会においても代議員2名を選出・確保するために、「1,000人
までの部会では2名とし、500名を超える毎に1名を追加する。」ことが提案
された。
（３）定款第7条4項において「代議員選挙は、4年に一度、10月に実施

するものとする。」とあるが、8月に実施することが提案された。（一般社
団法人藤田学園同窓会定款）
以上3項目について審議の結果、満場一致で承認された。平成23年10月

22日より施行する。定款の改定を受けて、カズモス部会に対し代議員1名
の追加選出が依頼された。

７．同窓会定款細則の制定
平成16年10月10日施行の藤田学園同窓会細則と平成20年10月25日施行の

藤田学園同窓会が行う各種支援事業に関する内規を一つに取り纏め、同窓
会定款細則とすることが提案され、審議の結果、満場一致で承認された。
平成23年10月22日より施行する。なお、旧細則及び各支援事業に関する内
規は廃止する。（一般社団法人藤田学園同窓会定款細則）

８．奨学金貸与規程の改定
平成2年10月10日施行の奨学金貸与規程と同細則を取り纏め、重複部分

を整理し、奨学金貸与規程とすることが提案され、審議の結果、満場一致
で承認された。平成23年10月22日より施行する。なお、同細則は廃止する。
（藤田学園同窓会奨学金貸与規程）

９．平成23年度事業計画案（医療科学部・丸田）
以下のように事業計画が提案された。
（１）名簿管理と「'13藤田学園同窓会誌」発行引当金の積み立て
（２）機関誌「あけぼの杉」の発行
（３）支部設立の支援
（４）各部会活動・周年記念同窓会支援
（５）各種事業の支援

①本学関連の学会並びに学術講演会の支援
②いこいの広場コンサート後援
③藤田学園50周年記念事業協賛費寄付
④愛知県私立大学同窓会連合会の会員継続

（６）同窓会奨学基金の充実と貸与事業
（７）同窓会ホームページの管理
（８）獨創一理祈念館運営協力
（９）藤田学園50周年記念同窓会記念誌編集

10．平成23年度予算案（医療科学部・原田）
平成23年度藤田学園同窓会収支予算案、奨学基金収支予算案、50周年記

念事業収支予算案が提案された。
審議の結果、平成23年度の事業計画及び予算が満場一致で承認された。

（平成23年度藤田学園同窓会収支予算、奨学基金収支予算、50周年記念事
業収支予算）

準備した全ての議事について滞りなく審議を終え定期総会を終了した。
引き続き理事長、大学長等多数の恩師の臨席の元、懇親会が行われた。

一般社団法人藤田学園同窓会 定款

第１章　総　則

（名　称）
第１条　当法人は、一般社団法人藤田学園同窓会 と称する。

（目　的）
第２条　当法人は、学園創設者藤田啓介総長の建学の理念に基づき、会員
相互の親睦を図り、医学・医療に従事する会員の教育と資質向上に寄与し、
かつ総合医療教育機関である学校法人藤田学園の発展に貢献することを目
的とする。

②　当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
１．会員相互の親睦や扶助に関する事業
２．機関誌、会員名簿に関する事業
３．医学・医療に関する研修会及び研究会等に関する事業
４．奨学金の貸与及び研究費の授与に関する事業
５．学校法人藤田学園の後援に関する事業
６．その他当法人の目的を達成するために必要な事業

（主たる事務所の所在地）
第３条　当法人は、主たる事務所を愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪１番地９
８に置く。

（公告方法）
第４条　当法人の公告は、電子公告の方法により行う。

②　当法人の公告は、電子公告の方法による公告をすることができな
い事故その他やむを得ない事情が生じた場合には、官報に掲載してする。

（機　関）
第５条　当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及
び監事を置く。

第２章　社員及び会員

（社員の資格）
第６条　当法人の構成員は次のとおりとし、代議員をもって一般社団法人
及び一般財団法人に関する法律（以下「法人法」という。）第１１条第１
項第５号等に規定する社員とする。

１．代議員　　本定款の規定に基づき会員の中から選挙によって
選出された者

２．会　員　　学校法人藤田学園が設置した各教育機関の卒業生
３．準会員　　学校法人藤田学園が設置した各教育機関の在学生

（代議員の選出）
第７条　代議員(「社員」以下同じ)は、当法人の下記各部会において会員
の中から選出する。

記

a.一般社団法人藤医会（藤田保健衛生大学医学部同窓会）
b.藤田保健衛生大学医療科学部同窓会
c.藤田保健衛生大学短期大学同窓会
d.藤田保健衛生大学看護専門学校同窓会
e.藤田学園医学技術専門学院同窓会
f.藤田コンピュータ専門学校同窓会
g.藤田保健衛生大学リハビリテーション専門学校同窓会

②　前項の選出においては、会員は、等しく選出権及び被選出権を有
し、理事及び理事会は、代議員を選出する権限を有しない。代議員の選出

第32回 藤田学園同窓会総会議事録
日　時：平成23年10月22日（土）15：00～15：45
場　所：迎賓館ザ・グランドティアラ豊明
出席代議員：25名（委任状15名）計40名／49名
・司会（医療科学部・丸田）
・開会の辞（専門学院・沖田）
・黙祷

志半ばにして逝去された同窓生と藤田学園教職員、そして東日本
大震災で犠牲になられた方々に対し黙祷が捧げられた。
・会長挨拶（医学部・近松均）
・議長選出

医療科学部・丸田が選出された。
・代議員紹介

各部会から選出された代議員が紹介された（平成23年度代議員名
簿）。
・議案審議

１．活動報告
（１）事業（医療科学部・西井）
平成22年度において以下の事業が行われたことが報告された。
①住所不明者の調査及び「'13藤田学園同窓会誌」発行引当金の積み立

て
②機関誌「あけぼの杉」の発行
③学園理事会との誌上懇談会の開催
④本学関連の学会並びに学術講演会の支援
⑤藤田学園50周年記念事業協賛費積立及び寄付
⑥いこいの広場コンサート後援
⑦コンケン大学国際交流訪問団歓迎会支援
⑧愛知県私立大学同窓会連合会の会員継続
⑨学園キャリア支援課とタイアップしての求人・求職斡旋事業
⑩東日本大震災に対する義援金
⑪同窓会ホームページの管理
⑫部会・周年記念同窓会への支援事業
⑬同窓会奨学基金の充実と貸与事業
⑭支部会設立支援事業
⑮獨創一理祈念館運営協力
⑯同窓会館維持運営
（２）機関誌（看専・東）
平成22年度のニュースを編集し、さらに総会の議事録を掲載し、「機関

誌　あけぼの杉」を11月中旬に発行・発送する予定であることが報告され
た。
（３）名簿（医療科学部・浅田）
現在、総会員数は25,959名、住所不明者は4,412名であること、2013年に

名簿を発刊するための準備を開始したことが報告された。住所不明者の調
査と、学内会員で住所移動があった場合の住所変更が依頼された。
（４）学術（専門学院・沖田）
以下の本学関連の学会並びに学術講演会を支援したことが報告された。

①第2回日本ニューロリハビリテーション学会学術集会
②第59回日本小児保健協会学術集会
③第42回日本職業・環境アレルギー学会学術集会

「あけぼの杉」に以下の2名の同窓生の活躍を掲載することが報告され
た。
衛生学部12回生で東海市民病院・中央臨床検査科長 山内昭浩氏
衛生学部16回生で神戸常盤大学・保健科学部・医療検査学科教授　坂本

秀生氏

２．会計報告（医療科学部・原田）
平成22年度藤田学園同窓会収支計算書、奨学基金収支計算書、50周年記

念収支計算書のように会計報告が行われた。

３．監査報告（医療科学部・伊藤）
藤田学園同窓会財産目録、奨学基金財産目録、50周年記念事業財産目録

について、医療科学部・伊藤と短期大学・坂田より監査報告が行われた。
以上、平成22年度の事業及び決算が満場一致で承認された。

４．理事・監事の選出
同窓会定款の施行に伴い、各学部・学校から推薦を受けた理事の選出が

審議され、満場一致で承認された。任期は2年である。（平成23年度藤田学
園同窓会理事・監事名簿）
引き続き監事の選定が審議され、満場一致で承認された。任期は4年で

ある。（藤田学園同窓会理事・監事名簿）

５．会長・副会長の選出
定款第24条において「会長一人、副会長二人、顧問若干名を置き、それ

ぞれ理事会において理事の過半数を持って選定する」とあるが、本総会に
おいて代議員の承認を得て選定してはとの提案がなされ、満場一致で承認
された。引き続き会長に医学部理事・近松 均氏、副会長に医学部理事・松
山裕宇氏と医療科学部理事・丸田一皓氏が推薦され、満場一致で承認され
た。会長及び副会長の任期は2年である。
会長・副会長の選定を受けて、各委員会担当理事の名簿が報告された。

（平成23年度藤田学園同窓会委員会名簿）

６．同窓会定款の改定
（１）定款第7条で「代議員は、各部会において会員の中から選挙によ

って選出する。」とあるが、定款において選出法を選挙と定めず、各部会

を行うために必要な細則は各部会において定める。
③　各部会で選出する代議員の数は、部会の会員数が１０００名まで

の部会では２名とし、５００名を超えるごとに１名を追加する。
④　代議員選出は、４年に１度、８月に実施するものとする。

（代議員の任期）
第８条　代議員の任期は、選出後４年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、任期満了後
においても後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。

②　代議員が社員総会決議取消しの訴え（法人法第２６６条第１項）、
解散の訴え（法人法第２６８条）、責任追及の訴え（法人法第２７８条）
及び役員の解任の訴え（法人法第２８４条）を提起している場合（法人法
第２７８条第１項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。）
には、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が終結するまでの間、当該
代議員はなお法人法上の社員たる地位を有するものとする。ただし、当該
代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権は有しな
いものとする。

③　任期満了前に退任した代議員の補欠として選出された者の任期
は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

④　増員により選出された代議員の任期は、他の代議員の任期の残存
期間と同一とする。

（補欠代議員の予選）
第９条　代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備
えてあらかじめ補欠の代議員を選出することができる。この場合の代議員
の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

②　補欠の代議員を予選する場合には、次に掲げる事項も併せて決定
しなければならない。

１．当該候補者が補欠の代議員である旨
２．当該候補者を１人又は２人以上の特定の代議員の補欠の代議員

として選出するときは、その旨及び特定の代議員の氏名
３．同一の代議員（２人以上の代議員の補欠として選出した場合に

あっては、当該２人以上の代議員）につき２人以上の補欠の代議員を選出
するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位

③　第１項の補欠代議員の予選に係る決議が効力を有する期間は、当
該決議後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員
総会の終結の時までとする。

（会員の権利）
第10条　社員でない会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、
社員と同様に当法人に対して行使することができる。

１．法人法第１４条第２項に定める権利（定款の閲覧等）
２．法人法第３２条第２項に定める権利（社員名簿の閲覧等）
３．法人法第５０条第６項に定める権利（社員の代理権証明書面等

の閲覧等）
４．法人法第５２条第５項に定める権利（電磁的方法による議決権

行使記録の閲覧等）
５．法人法第５７条第４項に定める権利（社員総会の議事録の閲覧

等）
６．法人法第１２９条第３項に定める権利（計算書類等の閲覧等）
７．法人法第２２９条第２項に定める権利（清算法人の貸借対照表

等の閲覧等）
８．法人法第２４６条第３項、第２５０条第３項及び第２５６条第

３項に定める権利（合併契約等の閲覧等）

（入　会）
第11条　当法人の成立後会員となるには、当法人所定の入会申込書により
入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。

（経費の支払義務）
第12条　会員（社員を含む）は、社員総会の定める額の会費を支払わなけ
ればならない。本条の会費は、法人法第２７条に規定する経費とする。

（社員名簿）
第13条　当法人は、会員又は社員の氏名及び住所を記載した「会員・社員
名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「会員・
社員名簿」をもって法人法第３１条に規定する社員名簿とする。

②　当法人の会員及び社員に対する通知又は催告は、「会員・社員名
簿」に記載した住所、又は会員又は社員が当法人に通知した居所にあてて
行うものとする。

（退会又は退社）
第14条　会員及び社員は、次に掲げる事由によって退会又は退社する。

１．会員又は社員本人の退会又は退社の申し出。ただし、退会又は
退社の申し出は、１か月前にするものとするが、やむを得ない事由がある
ときは、いつでも退会又は退社することができる。なお、この場合、既に
支払った会費の払戻しはしない。

２．死亡
３．総社員の同意
４．除名
②　会員又は社員の除名は、当法人の名誉を毀損し、その品位を汚損

する等正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることが
できる。この場合は、法人法第３０条及び第４９条第２項第１号の定める
ところによるものとする。

第３章　社員総会

（招　集）
第15条　当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から２か月以内
に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。社員総会は、社員に
よって構成する。

②　社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の
決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があるとき
は、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれ
を招集する。

③　社員総会を招集するには、会日より１週間前までに、社員に対し
て書面で招集通知を発するものとする。

（議　長）
第16条　社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若
しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順
位に従い副会長がこれに代わる。

（決議の方法）
第17条　社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、
出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

（議決権の代理行使）
第18条　社員は、当該社員が所属する部会の会員を代理人として、議決権
を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権
を証する書面を提出しなければならない。

（社員総会議事録）

同窓会総会報告
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第19条　社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事
録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して１０年間当法人
の主たる事務所に備え置くものとする。

第４章　理事、監事及び代表理事

（理事の員数）
第20条　当法人の理事の員数は、３名以上３０名以内とする。

（監事の員数）
第21条　当法人の監事の員数は、２名以内とする。

（理事及び監事の資格）
第22条　当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から選任する。

（理事及び監事の選任の方法）
第23条　当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において出席した当
該社員の議決権の過半数をもって行う。

（代表理事）
第24条　当法人に会長１人、副会長２人、顧問若干名を置き、それぞれ
理事会において理事の過半数をもって選定する。

②　会長は、法人法上の代表理事とする。
③　会長は、当法人を代表し会務を総理する。
④　副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があら

かじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行し、会長が
欠けたときはその職務を行う。

（理事及び監事の任期）
第25条　理事の任期は選任後２年以内、監事の任期は選任後４年以内に
それぞれ終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の
終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

②　任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者
の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

③　増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残
存期間と同一とする。

第５章　理事会

（招　集）
第26条　理事会は、会長がこれを招集し、会日の１週間前までに各理事
及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場
合にはこれを短縮することができる。

②　会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事
会の承認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。

（招集手続の省略）
第27条　理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続
を経ずに開催することができる。

（議　長）
第28条　理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若
しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた
順位に従い副会長がこれに代わるものとする。

（理事会の決議）
第29条　理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出
席し、その過半数をもって行う。

（理事会の決議の省略）
第30条　理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合
において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面
により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案に異議を述べた場合
を除く）は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみな
す。

（職務の執行状況の報告）
第31条　会長、副会長及び常任理事は、毎事業年度に４か月を超える間
隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければなら
ない。

（理事会議事録）
第32条　理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録
を作成し、出席した代表理事（代表理事に事故若しくは支障があるとき
は出席理事）及び監事がこれに署名又は記名押印し、１０年間主たる事
務所に備え置くものとする。

第６章　計　算

（会　計）
第33条　当法人の事業年度は、毎年１０月１０日から翌年１０月９日ま
でとする。

②　当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

（計算書類等の定時社員総会への提出等）
第34条　代表理事は、毎事業年度、法人法第１２４条第１項の監査を受
け、かつ同条第３項の理事会の承認を受けた計算書類（貸借対照表及び
損益計算書）及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。

②　前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業
報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければなら
ない。

（計算書類等の備置き）
第35条　当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業
報告書並びにこれらの附属明細書（監事の監査報告書を含む。）を、定
時社員総会の日の２週間前の日から５年間、主たる事務所に備え置くも
のとする。

(残余財産)
第36条　当法人が解散した場合に残余財産があるときは、学校法人藤田
学園に帰属する。

第７章　附　則

（最初の事業年度）
第37条　当法人の最初の事業年度は、平成23年10月10日から平成24年10
月9日までとする。

（定款に定めのない事項）
第38条　この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の
法令の定めるところによる。

１．本定款は、平成22年10月23日承認、平成23年10月10日から施行する。
２．平成23年10月22日一部改正

一般社団法人 藤田学園同窓会 定款細則
平成23年10月22日 承認、施行

（目　的）
第 1条　この細則は一般社団法人藤田学園同窓会定款により藤田学園同
窓会活動を進める上で必要な事項を定めるものである。

第 1章 事業

（事　業）
第 2条　当法人定款第２条(目的)を達成するために、次のような事業を
行う。
（１）会員相互の親睦や扶助に関すること
（２）機関誌、会員名簿に関する事業
（３）研修会及び研究会の開催に関すること
（４）研究費の授与に関すること
（５）奨学金の貸与に関すること
（６）会員の就職活動支援に関すること
（７）学校法人藤田学園の後援に関すること
（８）その他、定款に掲げる事業に付帯又は関連する事業に関するこ

と
２　各事業は、各担当委員会が適切に企画･調査し、理事会が承認し、

実行するものとする。

（親睦･扶助）
第 3条　会員相互の親睦や扶助に関する支援を行う。
（１）医療系職能団体の全国大会における本同窓会会員の親睦会への

支援
（２）支部設立のための資金援助及び支部会員の名簿の提供
（３）会員相互の親睦に必要な支援
（４）1件当たりの支援上限額は10万円とする。

（機関誌）
第 4条 機関誌は、機関誌委員会が作成し、理事会において承認する。
２ 機関誌名を ｢あけぼの杉｣ とし、原則として年1回 刊行する。

（会員名簿）
第 5条 会員名簿は名簿委員会が調査し、「藤田学園同窓会個人情報保護
規程」に則り、適正に管理する。
２　会員名簿は、原則として5年に1回 刊行する。

（学　術）
第 6条　研修会及び研究会の開催に関する支援を行う。
（１）本法人は学術委員会を中心に会員のニードを調査し、必要に応

じて研修会及び研究会を開催する。また、会員または本学園教職員が開
催する研修会及び研究会、又はそれに類する公益性の高い事業に対し支
援を行う。
（２）支援対象の研修会及び研究会は国際的及び全国的規模の会とし、
参加人数などを勘案するものとする。
（３）公益性の高い事業とは、その事業を開催することにより本学園

の名声を著しく高め、本学園の関係者に対し公益を与え得る事業とする。
（４）1件当たりの支援上限額は10万円とする。

（研究補助）
第 7条 会員の研究に対し支援を行う。
（１）会員より研究費の支援願書が提出された場合、学術委員会の調

査報告に基づき、理事会において審議し、会長の承認を得るものとする。
（２）支援対象の研究は、筆頭著者として国際誌及び全国誌に掲載さ

れた論文に限る。
（３）1件当たりの授与上限額は10万円とする。

（奨学金）
第 8条　学生会員に対し奨学金を貸与する。
（１）当法人の奨学金の貸与を受けている学生会員を奨学生という。
（２）奨学生の支援については「藤田学園同窓会奨学金賃貸規程」に

よる。
（３）貸与金額の上限は1ヶ月当たり6万円とする。但し、理事会にお

いて認めた場合はその限りではない。
（４）毎年9月1日から9月10日まで奨学生の募集を行う。ただし、奨

学金委員長が緊急性があると認めた場合はこの限りではない。

（就職活動支援）
第 9条　当法人では学校法人藤田学園キャリア支援課と連携し、本学学
生と卒業生（本法人会員）を対象に就職活動支援を行う。

（学園後援）
第10条　学校法人藤田学園の教育、研究、診療に関する後援を行う。

（その他の事業）
第11条　その他当法人の目的を達成するために必要な事業を行う。

（報告義務）
第12条　当法人から支援又は授与を受けた個人又は団体は、その事業の
決算書を本法人宛に提出し、収支を報告するものとする。ただし、同窓
会奨学生はこの限りではない。

第 2章 理事会

（理事会）
第13条 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
２ ただし、理事は委任状をもって出席に替えることができる。

（特別委員会）
第14条 理事会には、次の特別委員会を置くことができる。
1. 総務委員会
2. 事業委員会
3. 機関誌委員会
4. 名簿委員会
5. 学術委員会
6. 支部委員会
7. 奨学金委員会
２ その他、必要に応じて特別委員会を設ける。
３　理事会には、顧問、監事、特別委員会委員が陪席することができ

る。

第 3章 支部

（支　部）
第15条　支部は、原則として 都道府県 単位で設置するものとする。
２ 名称は、｢藤田学園同窓会○○支部｣ とする。
３　支部を設立しようとする場合は、支部長、その他 役員及び賛同

者(支部会員)の名簿、支部会則、趣意書などの書類をもって、会長宛に
申請する。

４　支部設立には、少なくとも5名の会員の賛同者(支部会員)を必要
とする。

第 4章 会費

（会　費）
第16条　当法人の構成員は、各部会入会時に　金30,000円 を納めるもの
とする。

（会費の返還）
第17条　学生会員が中途退学する場合、求めに応じて納入金を返還する。
２ その他の理由による納入金返還要求には応じない。

第 5章 細則の制定･改定

（制定･改定）
第18条　この細則の制定･改定は、社員総会で承認を受けなければなら
ない。

附　則

１．この細則は平成23年10月22日承認、施行する。
２．平成16年10月10日施行の藤田学園同窓会細則を廃止する。
３．平成20年10月25日施行の藤田学園同窓会が行う各種支援事業に関

する内規を廃止する。

藤田学園同窓会奨学金貸与規程

（趣　旨）
第 1条　藤田学園同窓会は設立10周年に当たり、藤田学園学生を対象と
する藤田学園同窓会奨学金制度を設ける。

（目　的）
第 2条　本制度は藤田学園学生のうち、志操穏健、品行方正、向学心旺
盛にして経済的理由により修学困難な者に対し、学費の一部を奨学金と
して貸与して学業の継続を援助することを目的とする。

（奨学生）
第 3条　本制度による奨学金の貸与を受ける者を奨学生という。
２　奨学生は原則として満6カ月以上在学し、同窓会費を納入した学

生で、第2条に該当する者とする。

（基　金）
第 4条　本制度の会計は藤田学園同窓会奨学金基金と、この制度に対す
る篤志の寄付金などをもって充てる。

（奨学金委員会）
第 5条　奨学金の適正運用と奨学生の選考を行うため、奨学金委員会
（以下「委員会」という）を設ける。
２　委員会は必要に応じ委員長が召集し、委員長が議長となる。

（事務局）
第 6条　事務局を藤田学園同窓会事務局に置き、本制度の運営事務は藤
田学園同窓会事務局が行う。

（提出書類）
第 7条　奨学金を希望する者は、下記の書類を所定の期日までに会長宛
に提出しなければならない。

（１）奨学生願書
（２）人物考査及び推薦書（所属長）
（３）保護者又はこれに準ずる者の所得証明書等（市町村長発行の

もの）

（提出期間）
第 8条　前条の提出書類を提出する期日は、毎年9月1日より、同月10日
までに提出するものとする。ただし、奨学金委員長が緊急性があると認
めた場合はこの限りではない。

（貸与金額･貸与期間）
第 9条　奨学金額は「藤田学園同窓会定款細則」による。1カ年を越え
て引続き貸与を希望する者は改めて申請しなければならない。ただし、
最終学年に限り卒業までの期間とする。

（借用書等）
第10条　前条により、奨学金貸与の決定を受けた者は、所定の借用書・
誓約書を保証人連署のうえ、事務局に提出しなければならない。
２　連帯保証人は2名とし、第一保証人は原則として保護者とする。

（貸与取消し等）
第11条　奨学生が次の各号に該当すると認められたときは、貸与を取消
し、貸与された奨学金を返還しなければならない。

（１）傷病に起因し、学業を継続することができないとき。
（２）学業成績または素行が思わしくないとき。
（３）虚偽の申し立てまたは不正の方法により貸与を受けたとき。
（４）奨学生が退学するとき。
（５）その他、奨学生として適当でないとき。

（奨学金の返還）
第12条　奨学生は、貸与期間の満期日に属する月の翌月に所定の返還明
細書を提出して、それにより返還するものとする。ただし、奨学金には
利息はつけない。
２　返還期限は、卒業後10年以内とする。
３　返還明細書の変更を希望するときは、連帯保証人連署のうえ、事

務局に再提出しなければならない。
４　奨学生及び連帯保証人は、身分上及び住所の変更があった場合は、

7日以内に事務局に届け出なければならない。

（返還の免除）
第13条　奨学生が、災害その他やむを得ない事由で返還が著しく困難で
あると認められるときは、願い出により、その全部または一部を免除す
ることができる。

（規程の制定･変更）
第14条　この規程の制定･変更は、社員総会で承認を受けなければなら
ない。

附　　則

１．この規程は平成2年10月10日から施行する。
２．この規程は平成23年10月22日から改定する。
３．平成2年10月10日施行の奨学金貸与規程施行細則は平成23年10月22
日を以て廃止する。



藤田保健衛生大学 大学院

研究科名称（定員）

医学研究科
（68名）

保健学研究科
（16名）

前期募集

後期募集

第一次募集

第二次募集

68名
本学

試験区分 募集人員 試験日 試験会場合格発表日
  9月20日（火）

16名
本学

本学

本学  2月21日（火）

 9月  5日（月）

  2月27日（月）

  9月29日（木）

 2月28日（火）

 9月  8日（木）

 3月  1日（木）

学科名称（定員）

看護科
（40名）

推薦入試

一般入試

約15名

約25名

本校

試験区分 募集人員 試験日 試験会場合格発表日
12月  3日（土）

本校  2月  4日（土）

12月  7日（水）

  2月  8日（水）

問い合わせ先：藤田保健衛生大学　広報部　〒470－1192　愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98　
ＴＥＬ　0562－93－2490　ＦＡＸ　0562－93－4597　ＵＲＬ　http://www.fujita-hu.ac.jp/

藤田保健衛生大学 看護専門学校

藤田保健衛生大学 医療科学部３年次編入学

医学科
（110名）

推薦入試 25名

一般入試

一般前期入試

一般後期入試

一般後期入試

11月13日（日）

学科： 1月22日（日）

面接： 2月  1日（水）

一次： センター試験

二次： 2月17日（金）

11月18日（金）

学科： 1月27日（金）

面接： 2月  7日（火）

  2月13日（月）

  2月27日（月）

本学

75名

10名
本学

本学

11月24日（木）

センター試験利用入試

センター試験利用入試

センター試験利用入試

センター試験利用入試

本学

医
学
部

臨床検査学科
（95名）

推薦入試 20名

61名

5名

11月19日（土）

 1月25日（水）

 3月  5日（月）

11月 24日（木）

 2月   1日（水）

 3月   9日（金）

  2月   9日（木）

本学

本学

医

療

科

学

部

本学・東京・大阪・福岡

本学・東京・浜松・金沢・大阪・福岡

推薦入試

社会人自己推薦

指定校推薦

  3月  9日（金）

看護学科
（100名）

9名

45名

約15名

約5名

センター試験

11月19日（土）

11月19日（土）

 1月25日（水）

 3月  5日（月）

11月24日（木）

 2月  1日（水）

 3月  9日（金）

 2月  9日（木）センター試験

推薦入試

10名 センター試験  2月  9日（木）

一般前期入試

一般後期入試

本学・東京・浜松・金沢・大阪・福岡 2月  1日（水）40名  1月25日（水）一般前期入試

放射線学科
（50名）

5名

10名

2名

5名

33名

 3月  5日（月） 本学

上記の内
約5名

上
記
の
内

大学課程履修者
自己推薦

本学

本学

本学・東京・浜松・金沢・大阪・福岡

11月19日（土）

 1月25日（水）

 3月  5日（月）

11月24日（木）

 2月  1日（水）

 3月  9日（金）

 2月  9日（木）センター試験

リハビリテーション
学科
理学療法専攻
（45名）

23名

4名

14名

本学

本学

本学・東京・浜松・金沢・大阪・福岡

推薦入試

推薦入試

一般前期入試

一般後期入試

センター試験利用入試

一般後期入試

一般前期入試

センター試験利用入試

12名

20名

4名

4名

12名

14名

2名

2名

4名

臨床工学科
（40名）

医療経営情報学科
（30名）

センター試験利用入試

11月19日（土）

 1月25日（水）

  3月  5日（月）

11月24日（木）

 2月  1日（水）

 3月  9日（金）

 2月  9日（木）センター試験

リハビリテーション
学科
作業療法専攻
（35名）

一般後期入試

一般前期入試

推薦入試 11名

3名

3名

18名

本学

本学

本学・東京・浜松・金沢・大阪・福岡

本学

11月19日（土）

 1月25日（水）

 3月  5日（月）

11月24日（木）

 2月  1日（水）

 3月  9日（金）

 2月  9日（木）

本学

本学・東京・浜松・金沢・大阪・福岡

センター試験

本学

11月19日（土）

 1月25日（水）

 3月  5日（月）

11月24日（木）

 2月  1日（水）

 3月  9日（金）

 2月  9日（木）

本学

本学・東京・浜松・金沢・大阪・福岡

センター試験

学部・学科名称（定員） 試験区分 募集人員 試験日 試験会場合格発表日

臨床検査学科（2名）

臨床工学科（2名）

放射線学科（3名）

本学

10月  8日（土）

10月  8日（土）

10月  8日（土）

10月13日（木）

10月13日（木）

10月13日（木）

本学

本学

藤田保健衛生大学 

学科名称（定員）

3年次

3年次

3年次

編入学入試

編入学入試

編入学入試

2名

2名

3名

編入年次 試験区分 募集人員 試験日 試験会場合格発表日

一般後期入試

センター試験利用入試

一般前期入試

推薦入試

2012年度 入学試験スケジュール


